
テ
ト
ラ
ル
キ
ア
時
代
ガ
リ
ア
に
お
け
る
弁
論
家
と
皇
帝
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『
ラ
テ
ン
語
称
賛
演
説
集
（
津
§
§
ミ
凡
ト
ミ
§
じ
』
よ
り
一西

村

昌

洋

【
要
約
】
　
本
稿
は
、
『
ラ
テ
ン
語
称
賛
演
説
集
』
の
分
析
を
通
し
て
、
後
三
〇
〇
年
前
後
の
ガ
リ
ア
に
お
い
て
皇
帝
・
宮
廷
と
ガ
リ
ア
人
と
が
ど
の
よ
う

に
利
害
を
一
致
さ
せ
相
互
に
結
び
付
い
た
か
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
当
時
の
ガ
リ
ア
人
た
ち
が
利
用
し
た
の
は
レ
ト
リ
ッ
ク
の
技
能
で
あ
り
、
称
賛

演
説
発
表
の
機
会
で
あ
る
。
ガ
リ
ア
人
弁
論
家
た
ち
は
修
辞
学
の
素
養
を
活
か
し
て
宮
廷
内
に
宮
吏
と
し
て
入
り
込
み
、
故
郷
の
再
建
や
減
税
措
置
の
嘆

願
と
い
っ
た
利
益
誘
導
を
行
っ
た
。
他
方
で
、
彼
ら
は
官
吏
と
し
て
宮
廷
と
の
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
を
得
た
以
上
、
皇
帝
の
意
を
受
け
た
プ
ロ
パ
ガ
ン
デ
ィ
ス

ト
と
し
て
の
側
面
も
強
い
。
し
か
し
、
そ
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
内
容
も
、
ガ
リ
ア
で
の
行
政
運
営
を
支
え
る
ガ
リ
ア
人
た
ち
の
利
害
や
感
情
を
か
な
り
意

識
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
テ
キ
ス
ト
か
ら
読
み
取
れ
る
。
帝
国
の
分
割
統
治
と
い
う
当
時
の
政
治
的
情
勢
の
中
、
各
地
を
訪
れ
た
皇
帝
・
宮
廷
と
現
地

の
属
州
人
と
の
間
で
容
易
に
協
力
体
制
が
成
立
し
得
る
、
こ
う
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
史
林
九
二
巻
二
号
　
二
〇
〇
九
年
三
月

は
　
じ
　
め
　
に

デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
が
即
位
し
た
二
八
四
年
か
ら
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
が
没
す
る
三
九
五
年
ま
で
の
お
よ
そ
百
十
年
間
の
ロ
ー
マ
帝
国
を
特

徴
付
け
る
要
素
の
一
つ
は
、
皇
帝
権
力
の
分
散
で
あ
る
。
こ
の
頃
に
は
、
複
数
の
ロ
ー
マ
皇
帝
に
よ
る
統
治
領
域
の
分
担
が
常
態
化
し
、
そ
れ

そ
れ
の
皇
帝
が
宮
廷
を
構
え
、
必
要
に
応
じ
て
そ
の
所
在
地
を
変
え
た
。
イ
タ
リ
ア
の
都
市
ロ
ー
マ
は
も
は
や
皇
帝
の
住
ま
う
都
で
は
な
く
、

皇
帝
た
ち
は
戦
略
上
重
要
な
拠
点
を
移
動
し
て
い
っ
た
。
三
九
五
年
の
分
裂
以
後
、
東
西
の
帝
国
が
辿
っ
た
歩
み
は
大
き
く
異
な
る
わ
け
だ
が
、
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三
世
紀
末
か
ら
四
世
紀
末
ま
で
の
約
一
世
紀
問
は
、
ロ
ー
マ
帝
国
に
と
っ
て
分
岐
へ
至
る
過
渡
期
だ
っ
た
と
乞
え
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の

は
、
帝
国
の
各
地
へ
向
か
っ
た
皇
帝
お
よ
び
そ
の
宮
廷
と
、
宮
廷
所
在
地
を
抱
え
る
こ
と
に
な
っ
た
各
地
の
属
州
民
と
の
関
係
で
あ
る
。
こ
の

後
の
帝
国
の
変
転
を
考
え
れ
ば
、
実
際
に
ロ
ー
マ
皇
帝
（
の
内
の
｝
人
）
を
迎
え
た
属
州
民
が
ど
の
よ
う
に
現
実
に
対
応
し
た
の
か
は
、
重
要

な
問
題
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
『
ラ
テ
ン
語
称
賛
演
説
集
（
聖
轟
韓
、
ミ
ト
ミ
凡
ミ
）
』
と
い
う
史
料
を
手
が
か
り
に
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。

　
こ
の
演
説
集
は
、
紀
元
一
　
世
紀
初
頭
の
小
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
作
品
と
、
帝
政
後
期
の
称
賛
演
説
十
～
篇
、
合
計
十
二
篇
を
含
む
。
そ
の
内
九
篇

は
、
情
報
が
ガ
リ
ア
地
方
に
偏
る
も
の
の
、
三
〇
〇
年
前
後
と
い
う
他
に
あ
ま
り
文
献
史
料
の
残
さ
れ
て
い
な
い
時
期
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
た

め
、
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
か
ら
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
ま
で
の
治
世
に
つ
い
て
の
貴
重
な
情
報
源
で
あ
る
。
ま
た
ガ
リ
ア
は
、
後
に
政
治

的
に
成
功
し
た
弁
論
家
ア
ウ
ソ
ニ
ウ
ス
が
生
ま
れ
活
動
し
た
地
で
あ
り
、
帝
政
後
期
に
は
レ
ト
リ
ッ
ク
教
育
が
盛
ん
だ
っ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ

る
。
こ
こ
で
は
、
三
〇
〇
年
前
後
と
い
う
後
期
ロ
ー
マ
帝
国
の
初
期
段
階
、
属
州
ガ
リ
ア
を
検
討
の
対
象
と
し
、
ト
リ
ア
（
古
名
ア
ウ
グ
ス
タ
・
．

ト
レ
ウ
ェ
ロ
ー
ル
ム
）
に
置
か
れ
た
宮
廷
と
当
地
の
ガ
リ
ア
人
と
が
い
か
な
る
関
係
に
あ
っ
た
の
か
を
考
察
す
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
演
説
集
は
、
必
要
な
箇
所
の
み
引
用
さ
れ
る
こ
と
こ
そ
多
い
が
、
演
説
と
し
て
の
体
裁
を
有
し
た
テ
キ
ス
ト
と
し
て
史
料
そ

の
も
の
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
少
な
く
と
も
日
本
人
の
研
究
を
見
る
限
り
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
の
宗
教
的
政
治
的
動
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

を
辿
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
り
、
税
制
の
研
究
の
た
め
に
引
用
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
後
代
の
修
辞
学
者
ボ
ル
ド
ー
（
古
名
ブ
ル
デ
ィ
ガ
ラ
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ア
ウ
ソ
ニ
ウ
ス
の
前
座
的
な
扱
い
を
受
け
た
り
す
る
、
と
い
う
程
度
の
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
研
究
で
は
当
時
ト
リ
ア

に
置
か
れ
た
宮
廷
で
展
開
さ
れ
た
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
や
、
弁
論
家
が
活
動
し
た
属
州
ガ
リ
ア
と
い
う
地
域
、
な
に
よ
り
そ
の
両
方
が
弁
論
に
お
い

て
結
び
付
い
て
い
る
事
実
を
描
写
し
て
い
な
い
の
で
、
テ
キ
ス
ト
の
文
脈
と
社
会
的
背
景
事
情
と
し
て
の
文
脈
、
こ
の
二
つ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト

が
後
景
に
退
い
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
こ
の
史
料
は
皇
帝
と
い
う
権
力
者
を
称
え
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
故
に
、
積
極
的
な
意
義
を
認
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
面
も
あ
る
。

こ
の
史
料
に
対
す
る
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
「
権
力
者
に
阿
波
追
従
す
る
イ
ン
テ
リ
た
ち
に
よ
っ
て
作
文
さ
れ
た
政
治
的
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
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④書
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
こ
の
史
料
は
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
産
物
で
あ
る
。
だ
が
、
R
・
リ
ー
ス
が
言
う
よ
う
に
、
権
力
者
の
た
め
に

美
文
を
連
ね
た
も
の
と
し
て
バ
ネ
ギ
ュ
リ
ク
ス
を
倫
理
的
な
理
由
で
非
難
す
る
こ
と
は
、
テ
キ
ス
ト
の
水
面
下
に
潜
む
緊
張
や
背
景
事
情
を
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

落
と
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
レ
ト
リ
ッ
ク
の
産
物
は
、
ま
さ
に
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
読
み
解
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
筆
者
は
本
稿
で
、
ト
リ
ア

に
置
か
れ
た
宮
廷
に
対
し
て
ガ
リ
ア
人
弁
論
家
た
ち
が
と
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
明
ら
か
に
し
、
ガ
リ
ア
に
お
い
て
皇
帝
権
力
と
属
州
民
と
が
い

か
に
速
や
か
に
結
び
付
く
こ
と
が
で
き
た
か
を
叙
述
す
る
。

　
ま
ず
、
第
一
章
に
お
い
て
、
称
賛
演
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
全
般
的
な
性
格
と
、
『
ラ
テ
ン
語
称
賛
演
説
集
』
と
い
う
史
料
の
特
徴
を
ま
と

め
る
。
続
く
第
二
章
で
は
、
本
稿
で
扱
う
弁
論
家
た
ち
と
関
係
の
深
い
ガ
リ
ア
の
都
市
、
オ
ー
タ
ン
（
古
名
ア
ウ
グ
ス
ト
ド
ゥ
ヌ
ム
）
に
焦
点
を

当
て
て
、
称
賛
演
説
家
が
地
元
の
利
益
代
弁
者
と
し
て
の
側
面
を
持
っ
て
い
る
点
を
考
察
す
る
。
最
後
に
第
三
章
で
、
演
説
集
中
に
登
場
す
る

皇
帝
の
一
人
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
を
め
ぐ
る
言
説
を
分
析
す
る
。
こ
の
演
説
集
に
お
い
て
常
に
称
賛
の
対
象
で
あ
る
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
や

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
、
ま
た
、
非
難
の
対
象
と
し
て
の
み
言
及
さ
れ
る
マ
ク
セ
ン
テ
ィ
ウ
ス
と
は
異
な
り
、
た
だ
一
人
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
の

み
が
、
あ
る
時
点
を
も
っ
て
称
賛
か
ら
非
難
へ
と
そ
の
評
価
が
一
変
し
た
、
特
異
な
例
で
あ
る
。
同
じ
人
物
に
対
す
る
称
賛
と
非
難
が
同
一
の

史
料
群
の
中
に
並
べ
て
残
さ
れ
た
こ
と
も
興
味
深
い
が
、
こ
の
よ
う
な
特
異
な
事
例
に
こ
そ
当
時
の
ガ
リ
ア
が
抱
え
た
状
況
の
本
質
が
表
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。

＊
雑
誌
の
略
号
は
ト
パ
§
簿
慧
§
藝
ミ
に
従
う

　
き
謡
馨
識
9
ト
ミ
軌
ミ
（
以
下
ぎ
爵
ト
ミ
と
略
）
の
底
本
は
、
即
｝
ゆ
．
冨
着
。
β
肖

津
嵩
§
識
鼠
ト
ミ
軌
糞
（
O
O
日
）
O
改
9
P
一
㊤
黛
を
使
用
す
る
。
ま
た
、
仏
訳
国
・
○
匿
Φ
－

甑
Φ
お
ミ
嵩
喧
、
避
寝
跨
貯
織
鍔
ω
＜
o
一
ω
．
（
じ
d
包
⑨
℃
錠
グ
一
Φ
お
ふ
◎
お
よ
び
、
英
訳
0
．
国
’

＜
．
密
×
8
弾
巳
甲
ω
．
％
o
畠
α
q
Φ
「
P
辱
ド
‡
蹟
貯
砂
ト
ミ
ミ
肉
。
ミ
§
肉
思
恥
§
“
、
§

津
醤
§
試
鳥
卜
§
鳶
し
d
Φ
碁
巴
Φ
二
一
⑩
譲
を
適
宜
参
考
に
し
た
。
各
作
品
の
作
成
年
代
に

関
し
て
は
細
部
で
見
解
が
分
か
れ
る
が
、
本
稿
で
は
便
宜
的
に
上
記
国
．
○
毘
簿
6
「
の

も
の
を
採
用
す
る
。
各
作
品
に
付
す
番
号
は
、
最
初
の
数
字
が
写
本
に
お
け
る
順
番
、

括
弧
内
の
数
字
が
年
代
順
に
古
い
も
の
か
ら
並
べ
た
場
合
の
順
番
で
あ
る
。
例
え
ば
、

聖
蚕
ト
ミ
一
〇
（
讐
は
、
写
本
内
で
は
十
番
目
に
位
置
し
、
年
代
上
は
二
番
目
に
古
い
も

の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

　
各
史
料
の
略
号
は
O
Ω
ロ
、
お
よ
び
〉
’
単
ζ
．
｝
8
Φ
P
§
恥
ト
ミ
多
肉
。
ミ
§
肉
慾
軌
ミ

め
c
Q
ヘ
ー
§
○
×
｛
o
H
負
為
り
①
心
も
．
憲
①
濠
h
．
に
従
う
。

　
①
例
え
ば
、
弓
削
達
「
マ
ク
セ
ン
テ
ィ
ウ
ス
と
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
」
豊
橋

　
　
論
叢
臨
二
八
一
四
（
一
九
五
二
年
）
九
三
～
九
四
頁
、
同
「
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ

　
　
ス
大
帝
と
太
陽
宗
教
の
問
題
」
『
史
学
雑
誌
瞼
六
三
…
二
（
一
九
五
四
年
）
六
六
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一
六
七
頁
。

②
弓
削
達
門
ロ
ー
マ
帝
国
の
国
家
と
社
会
嚥
岩
波
書
店
、
【
九
六
四
年
、
四
四
〇

　
～
四
四
五
頁
。

③
後
藤
篤
子
「
古
代
末
期
の
ガ
リ
ア
社
会
」
（
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
誕
生
臨
（
岩
波
講

　
座
世
界
歴
史
七
）
～
九
九
八
年
）
～
六
三
～
　
六
六
頁
。

④
保
坂
高
殿
『
ロ
ー
マ
帝
政
申
期
の
国
家
と
教
会
ー
キ
リ
ス
ト
教
迫
害
史
研
究
一

　
九
三
一
三
一
一
年
』
羅
文
館
、
二
〇
〇
八
年
、
四
　
頁
。

⑤
塑
寄
Φ
ρ
卜
a
霧
駄
卜
§
電
§
卜
亀
§
き
嵩
韓
ミ
国
b
鵠
㌣
8
N
O
臥
。
葬

　
悼
O
O
さ
っ
も
．
篤
①
■

第
一
章
　
後
期
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
称
賛
演
説
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（一

j
称
賛
演
説
と
は

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
分
類
に
従
え
ば
、
称
賛
演
説
は
演
示
弁
論
に
属
す
る
。
こ
れ
は
「
現
に
あ
る
事
柄
に
つ
い
て
称
賛
も
し
く
は
非
難
を
す

　
　
　
　
　
　
①

る
」
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
扱
う
称
賛
演
説
に
は
バ
ネ
ギ
ュ
リ
ク
ス
（
嚇
　
Φ
σ
q
旨
2
ω
）
と
い
う
名
が
つ
い
て
い
る
。
こ
の
言
葉
そ
の
も
の
の
起

源
は
ギ
リ
シ
ア
語
で
全
体
の
集
会
、
祭
典
を
意
味
す
る
語
バ
ネ
ー
ギ
ユ
リ
ス
（
萎
ぐ
珍
后
も
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
派
生
し
た
形
バ
ネ
ー
ギ
ユ
リ

コ
ス
（
§
§
ミ
ご
。
§
ひ
の
）
が
ラ
テ
ン
語
に
入
っ
た
も
の
で
あ
る
。
前
三
八
○
年
オ
リ
ュ
ン
ピ
ア
の
祭
典
で
発
表
す
る
べ
く
イ
ン
ク
ラ
チ
ス
が
作
成

し
た
『
民
族
祭
典
演
説
』
に
こ
の
バ
ネ
ー
ギ
ュ
リ
コ
ス
と
い
う
名
が
冠
さ
れ
て
い
る
。
本
来
は
何
ら
か
の
祭
典
に
関
わ
る
弁
論
の
は
ず
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ラ
テ
ン
語
で
表
記
さ
れ
る
場
合
で
も
元
は
イ
ン
ク
ラ
チ
ス
の
『
昆
族
祭
典
演
説
』
の
こ
と
を
指
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
い
つ
し
か
ラ
テ
ン
語
の

バ
ネ
ギ
ュ
リ
ク
ス
は
個
人
へ
の
称
賛
演
説
の
類
一
般
を
意
味
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
一
世
紀
の
修
辞
学
者
ク
イ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
は
『
弁
論
家

の
教
育
』
で
こ
う
述
べ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
疑
い
も
な
く
な
ん
ら
か
の
現
実
に
関
係
し
て
い
な
が
ら
、
人
々
を
楽
し
ま
せ
る
こ
と
を
鼠
標
と
す
る
演
説
が
あ
る
か
ら
で
す
。
わ
れ
わ
れ
が

称
賛
演
説
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
り
（
ρ
禦
げ
巴
Φ
α
q
巨
星
鴇
器
α
q
《
H
8
0
ω
）
、
そ
の
全
体
が
演
示
的
な
種
類
の
弁
論
で
す
。
こ
う
し
た
弁
論
に
お
い
て
は
、
よ
り
43　（327）



多
く
の
文
飾
を
用
い
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
一
般
に
法
廷
弁
論
に
お
い
て
は
隠
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
技
法
を
、
す
べ
て
あ
ら
わ
に
す
る
だ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

で
な
く
、
ひ
け
ら
か
す
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
ま
す
1
人
々
が
呼
び
集
め
ら
れ
て
い
る
の
は
こ
れ
を
聞
く
た
め
な
の
で
す
。
（
P
一
ρ
一
ご
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バ
ネ
ギ
ュ
リ
ク
ス
と
い
う
語
に
個
人
へ
の
称
賛
演
説
全
般
と
い
う
意
味
が
備
わ
っ
た
理
由
は
定
か
で
は
な
い
が
、
K
・
ツ
イ
ー
グ
ラ
ー
に
よ

れ
ば
、
帝
政
期
に
入
る
と
各
地
の
共
同
体
に
お
け
る
祭
典
の
場
で
皇
帝
に
演
説
を
献
げ
る
こ
と
が
慣
例
化
し
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ

　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

て
い
る
。
実
際
、
『
ラ
テ
ン
語
称
賛
演
説
集
』
中
の
作
品
も
、
都
市
ロ
ー
マ
の
生
誕
を
祝
う
日
や
、
皇
帝
の
即
位
記
念
日
を
祝
す
日
な
ど
、
な

ん
ら
か
の
祭
典
・
式
典
に
関
わ
る
も
の
が
多
い
。
お
そ
ら
く
「
祭
典
の
・
祭
典
に
関
わ
る
」
と
い
う
本
来
の
意
味
も
残
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

バ
ネ
ギ
ュ
リ
ク
ス
と
い
う
語
以
外
に
も
称
賛
演
説
を
指
す
言
葉
は
存
在
す
る
が
（
ラ
テ
ン
語
で
一
腰
結
ω
、
一
読
島
晋
自
霧
、
ギ
リ
シ
ア
語
で
♀
蓉
7
δ
ぐ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

特
に
皇
帝
の
た
め
の
も
の
は
晋
9
ζ
ま
の
ン
♀
8
）
、
本
稿
で
は
こ
れ
ら
全
て
を
「
称
賛
演
説
」
と
い
う
呼
称
で
統
一
し
、
ラ
テ
ン
語
で
祭
器
α
q
属
や

。
島
と
表
記
さ
れ
て
い
る
も
の
に
関
し
て
は
「
バ
ネ
ギ
ュ
リ
ク
ス
」
と
す
る
。

　
さ
て
、
史
料
テ
キ
ス
ト
と
し
て
バ
ネ
ギ
ュ
リ
ク
ス
・
称
賛
演
説
が
実
際
に
残
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
が
古
代
末
期
の
も
の
で
あ
る
。

代
表
的
な
作
者
と
し
て
は
、
ロ
ー
マ
元
老
院
議
員
シ
ュ
ン
マ
ク
ス
、
詩
人
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ア
ヌ
ス
、
哲
学
者
テ
ミ
ス
テ
ィ
オ
ス
、
そ
し
て
先
に
ふ

れ
た
ア
ウ
ソ
ニ
ゥ
ス
な
ど
の
名
が
挙
げ
ら
れ
る
。
S
・
マ
ッ
コ
ー
マ
ッ
ク
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
古
代
末
期
は
バ
ネ
ギ
ュ
リ
ク
ス
作
品
の
「
黄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

金
時
代
」
と
い
っ
て
よ
い
。
称
賛
演
説
を
作
成
す
る
機
会
は
か
な
り
頻
繁
に
訪
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
現
在
残
っ
て
い
る
量
よ
り
も
は
る
か
に
多

く
の
作
品
が
実
際
に
は
作
ら
れ
読
ま
れ
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
。
か
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
も
、
フ
ラ
ン
ク
族
出
身
で
あ
る
が
ロ
ー
マ
帝
国
軍

内
で
軍
事
長
官
（
ヨ
p
σ
q
一
ω
寅
巨
詳
論
）
と
い
う
高
位
を
占
め
る
に
至
っ
た
バ
ウ
ト
と
い
う
将
軍
が
コ
ン
ス
ル
に
就
任
し
た
際
（
ヨ
八
五
年
）
、
称

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

賛
演
説
を
発
表
し
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
だ
が
、
そ
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
『
告
白
』
で
こ
う
も
述
べ
て
い
る
。

そ
の
日
、
わ
た
し
は
皇
帝
に
賛
辞
を
述
べ
る
用
意
を
し
て
い
た
が
、
そ
の
な
か
で
わ
た
し
は
多
く
の
虚
言
を
語
り
、
虚
言
を
語
り
な
が
ら
、
そ
の
賛
辞
の



正
体
を
知
る
入
び
と
の
気
に
入
ろ
う
と
し
た
。
わ
た
し
の
心
は
、

　
　
　
　
⑩

…
…
（
9
①
．
Q
．
）

こ
の
よ
う
な
心
遣
い
で
あ
え
ぎ
、
身
も
ほ
そ
る
熱
い
思
い
で
焼
け
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
、

テトラルキァ時代ガリアにおける弁論家と皇帝（西村）

　
称
賛
演
説
作
家
た
ち
に
も
自
分
が
「
虚
言
」
を
語
っ
て
い
る
と
い
う
自
覚
は
お
そ
ら
く
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
た
と
え
そ
う
で
あ
っ

て
も
、
称
賛
演
説
の
発
表
に
名
乗
り
を
あ
げ
る
理
由
は
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
称
賛
演
説
を
作
成
す
る
こ
と
が
出
世
や
栄
達
に
結
び
付
く
可
能
性

を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
バ
ネ
ギ
ュ
リ
ク
ス
つ
ま
り
称
賛
演
説
の
発
表
は
、
国
家
や
皇
帝
に
関
わ
る
祭
典
の
場
で
行
わ
れ
る
。
こ
の
種
の
演
説
が
競
技
会
や
行
列
行
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

と
い
っ
た
見
世
物
の
提
供
を
伴
う
セ
レ
モ
ニ
ー
の
必
要
不
可
欠
な
一
部
分
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
、
か
な
り
以
前
か
ら
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
し

て
、
セ
レ
モ
ニ
ー
の
場
に
は
演
説
の
聴
き
手
で
あ
る
聴
衆
が
い
た
の
で
あ
る
。
三
＝
～
年
に
オ
ー
タ
ン
の
町
を
代
表
し
て
ト
リ
ア
で
演
説
を
行

っ
た
弁
論
家
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

…
…
あ
な
た
［
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
］
の
廷
臣
た
ち
か
ら
成
る
全
随
行
団
と
帝
国
の
あ
ら
ゆ
る
機
構
と
が
あ
な
た
の
傍
に
立
ち
、
ほ
と
ん
ど
全
て
の
町

か
ら
来
た
あ
ら
ゆ
る
人
々
が
、
あ
る
い
は
公
的
に
派
遣
さ
れ
て
、
あ
る
い
は
自
分
の
た
め
に
あ
な
た
に
嘆
願
し
よ
う
と
し
て
こ
の
場
に
居
る
の
だ
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

：
…
・
（
聖
苺
．
卜
犠
昏
α
（
O
o
）
じ
。
・
こ

　
こ
の
作
品
が
発
表
さ
れ
た
時
、
そ
の
場
に
は
皇
帝
と
そ
の
側
近
た
ち
の
み
な
ら
ず
、
周
囲
の
町
か
ら
や
っ
て
来
た
代
表
者
や
嘆
願
者
が
居
合

わ
せ
て
い
た
。
他
の
称
賛
演
説
発
表
の
際
に
も
同
様
で
あ
っ
た
と
い
う
可
能
性
を
排
除
す
る
理
由
は
何
も
な
い
。
従
っ
て
、
皇
帝
を
称
え
る
弁

論
は
皇
帝
と
そ
の
側
近
た
ち
だ
け
で
な
く
、
帝
国
に
住
む
住
民
の
一
部
代
表
者
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
。
皇
帝
に
関
わ
る
セ
レ
モ
ニ
ー
の
舞
台

で
バ
ネ
ギ
ュ
リ
ク
ス
を
披
露
す
る
こ
と
は
、
単
な
る
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
発
信
の
手
段
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
皇
帝
の
統
治
が
正
当
な
も
の
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⑬

で
あ
る
こ
と
の
印
で
あ
り
、
聴
衆
の
存
在
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
統
治
に
対
す
る
人
々
か
ら
の
一
種
の
承
認
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
点
に
注
意

す
れ
ば
、
た
と
え
弁
論
で
扱
う
内
容
が
皇
帝
に
と
っ
て
都
合
の
よ
い
も
の
に
限
ら
れ
る
と
し
て
も
、
称
賛
演
説
の
発
表
と
い
う
一
種
の
政
治
的
・

「
儀
礼
」
は
皇
帝
に
と
っ
て
軽
視
で
き
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
言
論
の
担
い
手
が
あ
る
種
の
「
見

返
り
」
を
期
待
で
き
る
こ
と
も
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
三
五
〇
年
に
ア
ン
カ
ラ
で
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
ニ
世
に
弁
論
を
献
げ
た
テ
ミ
ス
テ
ィ
オ
ス
は
、
三
五
五
年
同
帝
に
よ
り
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ

ノ
ー
プ
ル
の
元
老
院
に
編
入
（
P
山
一
Φ
O
け
一
〇
）
さ
れ
た
。
ま
た
、
三
八
九
年
に
ロ
ー
マ
で
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
に
バ
ネ
ギ
ュ
リ
ク
ス
を
献
げ
た
パ
カ
ー
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ウ
ス
は
、
既
に
翌
三
九
〇
年
に
は
ア
フ
リ
カ
で
プ
ロ
コ
ン
ス
ル
職
に
就
い
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
成
功
例
は
ご
く
一
握
り
で
あ
ろ

う
が
、
こ
う
し
た
成
功
を
求
め
て
弁
論
家
た
ち
は
皇
帝
の
た
め
の
演
説
に
名
乗
り
を
あ
げ
た
の
で
は
な
い
か
。
称
賛
演
説
が
皇
帝
の
傍
近
く
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

の
役
職
や
栄
誉
と
関
連
す
る
こ
と
も
、
既
に
指
摘
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
バ
ネ
ギ
ュ
リ
ク
ス
の
発
表
は
皇
帝
の
関
心
を
惹
き
チ
ャ
ン
ス
を
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

に
す
る
た
め
の
手
段
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
「
賛
辞
の
正
体
を
知
る
人
び
と
の
気
に
入
ろ
う
と
し
た
」
の
も
こ
の
よ
う
な

理
由
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
称
賛
演
説
の
作
成
は
政
治
性
を
帯
び
て
い
る
た
め
、
作
成
者
に
悪
影
響
を
も
た
ら
す
可
能
性
も

あ
っ
た
こ
と
が
、
教
会
史
家
ソ
ク
ラ
テ
ス
・
ス
コ
ラ
ス
テ
ィ
コ
ス
の
記
事
か
ら
う
か
が
え
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
る
と
、
シ
ュ
ン
マ
ク
ス
は
墓

奪
皇
帝
マ
グ
ヌ
ス
・
マ
ク
シ
ム
ス
の
た
め
に
称
賛
演
説
を
作
成
し
発
表
し
た
た
め
に
、
マ
ク
シ
ム
ス
が
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
に
敗
れ
た
後
に
危
う
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

大
逆
罪
で
告
発
を
受
け
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
一
方
で
、
前
述
の
パ
カ
ー
ト
ゥ
ス
は
マ
ク
シ
ム
ス
に
対
す
る
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
の
勝

利
を
題
材
に
、
内
戦
終
了
後
に
称
賛
演
説
を
作
り
成
功
を
手
に
し
た
。
こ
の
よ
う
な
点
は
バ
ネ
ギ
ュ
リ
ク
ス
の
政
治
的
な
機
能
と
意
味
を
逆
に

よ
く
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
称
賛
演
説
は
、
一
方
で
は
確
か
に
皇
帝
の
政
策
や
君
主
理
念
を
提
示
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
公
的
に
提
示
さ
れ
る
と
な
る
と
、
単
な
る
皮

相
的
な
言
葉
の
装
飾
で
す
ま
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
こ
で
示
さ
れ
る
過
剰
で
装
飾
過
多
な
表
現
は
、
た
と
え
私
た
ち
の
目
に
は
悪
趣
味
で

偽
善
的
な
も
の
に
見
え
る
と
し
て
も
、
真
剣
に
受
け
取
る
べ
き
で
あ
る
。
追
従
の
多
い
冗
長
な
ス
ピ
ー
チ
も
、
そ
の
よ
う
な
ス
ピ
ー
チ
が
必
要
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⑱

と
さ
れ
る
セ
レ
モ
ニ
ー
の
空
間
も
、
軍
隊
や
行
政
機
構
同
様
に
帝
国
統
治
の
～
部
を
成
す
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
称
賛
演
説
は
、
よ
り
広
く
社

会
的
な
文
脈
で
捉
え
る
必
要
と
同
時
に
、
各
作
品
が
置
か
れ
た
個
別
的
な
文
脈
と
に
照
ら
し
て
い
っ
そ
う
精
緻
に
読
み
取
る
べ
き
史
料
と
い
え

よ
う
。
こ
の
よ
う
な
理
解
を
ふ
ま
え
て
、
本
稿
で
は
三
〇
〇
年
頃
の
ガ
リ
ア
を
対
象
に
、
称
賛
演
説
の
作
成
が
栄
達
や
利
益
と
結
び
付
く
こ
と
、

そ
し
て
政
治
的
な
文
脈
で
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

（
二
）
　
開
ラ
テ
ン
語
称
賛
演
説
集
㎞

テトラルキア時代ガリアにおける弁論家と皇帝（西村）

　
本
稿
の
主
た
る
研
究
対
象
と
な
る
『
ラ
テ
ン
語
称
賛
演
説
集
』
と
は
、
散
文
の
ラ
テ
ン
語
称
賛
演
説
計
十
二
篇
か
ら
な
る
史
料
の
名
称
で
あ

る
。
写
本
は
一
四
三
三
年
、
イ
タ
リ
ア
の
人
文
主
義
者
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
ア
ウ
リ
ス
パ
に
よ
っ
て
マ
イ
ン
ツ
で
発
見
さ
れ
た
。
そ
の
構
成
は
以
下

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

遵
鐸
ト
ミ
一
（
一
）
一
小
プ
リ
ニ
ウ
ス
作
、
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
宛
、
一
〇
〇
年
一
月
九
日
、
於
ロ
ー
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

建
§
卜
§
一
〇
（
b
。
）
一
作
者
不
明
（
マ
メ
ル
テ
ィ
ヌ
ス
作
？
）
、
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
宛
、
二
八
九
年
四
界
＝
日
、
於
ト
リ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

聖
§
卜
§
に
（
ω
）
一
作
者
不
明
（
マ
メ
ル
テ
ィ
ヌ
ス
作
？
）
、
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
宛
、
二
九
一
年
七
月
二
～
日
（
？
）
、
於
ト
リ
ア

㌔
§
卜
§
。
。
（
膳
）
”
作
者
不
明
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
宛
、
二
九
七
年
三
月
～
日
、
於
ト
リ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

聖
墨
卜
§
り
（
㎝
）
一
類
ウ
メ
ニ
ウ
ス
作
、
個
人
名
不
詳
の
属
州
総
督
宛
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
八
年
春
、
於
オ
ー
タ
ン
（
あ
る
い
は
リ
ヨ
ン
）

津
導
卜
§
製
①
）
　
作
者
不
明
、
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
と
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
宛
、
三
〇
七
年
三
月
三
一
日
、
於
ト
リ
ア

津
芦
ト
ミ
①
（
刈
）
一
作
者
不
明
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
宛
、
三
一
〇
年
七
月
末
、
於
ト
リ
ア

聖
§
卜
舞
父
。
。
）
”
作
者
不
明
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
宛
、
三
一
二
年
、
於
ト
リ
ア

津
§
ト
ミ
冨
（
り
）
　
作
者
不
明
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
宛
、
三
一
三
年
、
於
ト
リ
ア
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寒
鐸
卜
§
《
一
〇
）
一
ナ
ザ
リ
ウ
ス
作
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
宛
、
三
二
一
年
三
月
一
日
、
於
ロ
ー
マ

き
舜
い
ミ
。
。
（
に
）
　
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
・
マ
メ
ル
テ
ィ
ヌ
ス
作
、
ユ
リ
ア
ヌ
ス
宛
、
三
六
二
年
一
月
一
日
、

聖
斧
ト
ミ
N
（
H
N
）
一
パ
カ
ー
ト
ゥ
ス
作
、
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
宛
、
三
八
九
年
六
～
九
月
、
於
ロ
ー
マ

於
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
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冒
頭
を
飾
る
小
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
作
品
を
除
く
と
、
こ
れ
ら
十
一
篇
の
演
説
は
三
世
紀
末
か
ら
四
世
紀
末
の
間
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
⑫

パ
カ
ー
ト
ゥ
ス
に
よ
る
作
品
が
、
年
代
順
で
は
最
後
に
、
写
本
中
で
は
小
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
次
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
パ
カ
ー
ト
ゥ
ス
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

人
の
手
で
編
集
さ
れ
こ
の
よ
う
な
形
で
残
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
作
者
の
ほ
と
ん
ど
は
か
リ
ア
人
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、

ガ
リ
ア
地
方
と
強
く
結
び
付
い
た
史
料
で
も
あ
る
。

　
先
行
研
究
に
は
、
こ
の
史
料
の
ラ
テ
ン
語
文
芸
作
品
と
し
て
の
性
格
を
扱
っ
た
も
の
も
多
い
。
皇
帝
に
対
す
る
阿
談
追
従
の
多
さ
を
指
摘
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
研
究
は
あ
っ
て
も
、
彼
ら
ガ
リ
ア
人
弁
論
家
の
ラ
テ
ン
語
の
質
を
低
く
見
た
文
献
は
管
見
の
限
り
存
在
し
な
い
。
代
表
的
な
も
の
は
、
古
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

末
期
の
ガ
リ
ア
人
に
よ
る
ラ
テ
ン
文
学
の
ひ
と
つ
と
し
て
取
り
上
げ
た
R
・
ピ
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
他
に
は
、
共
和
政
期
か
ら
古
代
末
期
ま
で
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ラ
テ
ン
語
散
文
バ
ネ
ギ
ュ
リ
ク
ス
の
発
展
と
変
化
を
研
究
し
た
S
・
マ
ッ
コ
ー
マ
ッ
ク
の
名
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

　
次
に
、
こ
れ
ら
は
皇
帝
を
称
え
る
称
賛
演
説
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
テ
キ
ス
ト
で
表
明
さ
れ
る
皇
帝
像
に
焦
点
を
当
て
た
研
究
も
目
立
つ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

F
・
ビ
ュ
ル
ド
ー
の
研
究
が
代
表
的
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
皇
帝
を
称
え
る
際
に
、
皇
帝
の
軍
事
的
功
績
や
政
治
的
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
も
言
及
さ
れ
る
た
め
、
政
策
と
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
読
み
取

る
と
い
う
利
用
法
も
あ
る
。
最
近
で
は
、
T
・
グ
リ
ュ
ー
ネ
ヴ
ァ
ル
ト
が
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
の
政
策
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
研
究
す
る
際
に
ご

　
　
　
　
　
　
　
⑱

の
演
説
集
を
用
い
た
。

　
以
上
の
研
究
に
対
し
て
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
こ
の
史
料
を
、
文
学
作
品
で
は
な
く
、
政
治
的
な
次
元
で
…
機
能
し
た
も
の
と
し
て
考
察
し
た
い
。

同
時
に
、
称
え
ら
れ
る
側
の
皇
帝
以
上
に
、
皇
帝
を
称
え
る
側
の
弁
論
家
の
存
在
に
留
意
し
た
い
。
称
賛
演
説
は
～
方
通
行
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ



テトラルキア時代ガリアにおける弁論家と皇帝（西村）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
発
信
で
は
な
く
、
皇
帝
か
ら
臣
民
、
そ
し
て
臣
民
か
ら
皇
帝
と
い
う
双
方
向
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
も
み
な
し
う
る
。
近
年
の
研
究

で
は
、
バ
ネ
ギ
ュ
リ
ク
ス
の
発
表
を
単
な
る
皇
帝
側
の
意
向
の
公
布
と
し
て
見
る
の
で
は
な
く
、
個
々
の
文
脈
に
即
し
て
そ
の
意
味
を
理
解
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

よ
う
と
い
う
動
向
が
顕
著
で
あ
る
。
こ
れ
に
倣
い
、
本
稿
で
は
、
三
〇
〇
年
前
後
の
ガ
リ
ア
に
お
い
て
、
い
か
な
る
政
治
的
な
言
説
が
作
ら
れ
、

ど
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
そ
れ
ら
が
機
能
し
た
の
か
を
考
察
す
る
。

　
こ
の
史
料
に
残
さ
れ
た
演
説
に
特
徴
的
な
の
は
、
全
十
二
篇
中
九
篇
が
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
か
ら
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
の
時
代
に
か

け
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
ガ
リ
ア
は
ロ
ー
マ
皇
帝
の
宮
廷
所
在
地
で
あ
っ
た
。
二
八
五
年
か
ら
は
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ

ス
の
共
治
帝
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
が
、
二
九
三
年
か
ら
は
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
の
副
皇
帝
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
が
、
そ
し
て
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ウ

ス
が
没
し
た
三
〇
六
年
か
ら
は
そ
の
息
子
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
が
、
ト
リ
ア
宮
廷
の
主
と
な
っ
た
。
ラ
イ
ン
川
と
い
う
国
境
線
の
防
衛
や
、

ブ
リ
タ
ニ
ア
の
纂
奪
皇
帝
カ
ラ
ウ
シ
ウ
ス
お
よ
び
ア
レ
ク
ト
ゥ
ス
へ
の
遠
征
な
ど
は
、
こ
の
ト
リ
ァ
を
拠
点
と
し
て
行
わ
れ
た
。
軍
事
・
行
政

の
中
心
地
と
な
っ
た
ト
リ
ア
、
そ
の
ト
リ
ア
に
置
か
れ
た
宮
廷
と
地
元
の
ガ
リ
ア
人
と
の
間
で
接
触
が
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
続

く
第
二
章
以
下
で
は
、
称
賛
演
説
を
媒
介
に
し
て
ガ
リ
ア
人
が
ト
リ
ア
宮
廷
に
対
し
て
行
っ
た
働
き
か
け
と
、
ト
リ
ア
宮
廷
と
ガ
リ
ア
人
と
の

結
び
付
き
と
を
考
察
す
る
。

　
　
　
》
ほ
ω
『
沁
詠
．
一
G
Q
α
c
o
げ
・

①
　
　
　
　
　
　
　
　

（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
弁
論
面
輪
戸
塚
七
郎
訳
、
岩
波
文

　
庫
、
一
九
九
二
年
、
四
五
頁
）

②
Ω
ρ
9
§
。
。
メ
雪
白
9
§
防
こ
O
ト
野

③
ク
イ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
『
弁
論
家
の
教
育
罵
森
谷
宇
＝
戸
高
和
弘
渡
辺
浩

　
司
・
伊
達
立
白
亜
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
、
一
七
六
～
一
七
七

　
頁
。

④
隊
．
N
δ
α
q
再
り
．
評
器
α
q
旨
ぎ
ω
．
先
肉
蜀
ω
し
逡
P
8
ヨ
刈
O
．

⑤
銀
、
N
．
ト
ミ
δ
（
卜
。
）
（
四
月
二
　
日
）
。

⑥
ミ
鐸
ト
ミ
。
。
（
駆
）
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
即
位
五
周
年
（
ρ
鼠
舞
器
自
艶
p
）

　
を
記
念
す
る
も
の
（
三
月
一
日
）
一
ぎ
、
～
．
い
§
㎝
（
。
。
）
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
の

　
即
位
五
周
年
を
祝
す
も
の
（
七
月
二
五
日
）
一
ミ
、
N
．
ト
ミ
会
一
〇
）
ク
リ
ス
プ
ス
と

　
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
ニ
世
の
即
位
五
周
年
を
祝
う
も
の
（
三
月
一
日
）
。

⑦
ラ
オ
デ
ィ
ケ
イ
ア
の
修
辞
学
者
メ
ナ
ン
ド
ロ
ス
の
手
に
帰
さ
れ
て
い
る
、
バ
シ

　
リ
コ
ス
・
ロ
ゴ
ス
の
作
成
方
法
を
詳
述
し
た
ギ
リ
シ
ア
語
の
テ
キ
ス
ト
の
存
在
が

　
知
ら
れ
て
い
る
（
U
．
〉
■
円
信
ω
ω
巴
同
碧
流
量
9
薫
房
。
⇒
甲
ミ
、
N
§
譜
、
・
沁
註
§
い

　
○
×
｛
o
a
口
④
c
。
一
）
。

⑧
ω
．
鼠
き
○
。
§
餌
。
r
臼
四
喜
軍
。
ω
Φ
評
器
α
q
旨
。
。
。
、
冒
”
門
．
〉
．
O
。
お
二
Φ
e
申

　
肉
§
驚
謎
ミ
ミ
転
鳴
ミ
ミ
沖
い
。
昌
恥
o
P
H
⑩
δ
も
．
憲
ω
■

⑨
》
轟
ト
ト
論
説
昏
ω
』
伊
G
。
ρ
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
称
賛
演
説
そ
の
も
の
は

　
現
存
し
て
い
な
い
。
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⑩
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
『
告
白
』
上
、
服
部
英
次
郎
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
六

　
年
、
一
七
六
一
～
七
七
頁
。
以
下
も
参
照
。
℃
．
幻
■
い
■
甲
。
毛
P
出
講
讐
翁
翫
ミ
駄

　
奪
§
国
b
ヴ
一
途
三
景
ピ
。
口
傷
。
戸
｝
Φ
①
8
℃
・
㎝
o
◎
｛
．

⑪
円
■
空
。
ぎ
戸
卜
題
譜
註
霧
ミ
執
§
演
聴
§
羨
㌔
鼠
ω
レ
リ
8
も
■
お
’

⑫
…
…
δ
霧
江
ぴ
冨
邑
8
H
舞
貯
。
凄
ヨ
8
ヨ
冨
霧
Φ
け
。
臼
駐
巨
冨
H
踏
鋤
署
寧

　
蝉
ε
。
。
琶
し
・
蓉
界
2
ヨ
。
影
p
Φ
。
。
ぎ
ヨ
冒
①
ω
o
日
巳
信
ヨ
｛
Φ
お
9
巳
欝
ε
ヨ
磐
樽
腰
7

　
甥
。
①
ヨ
δ
繊
弾
三
箕
。
ω
⑦
ユ
げ
一
。
。
¢
唱
も
に
8
㎝
m
匹
ω
ぎ
∬
…
．
■
．

⑬
ω
’
ζ
碧
O
。
困
暴
。
r
。
や
9
ご
唱
’
δ
。
。
｛
．

⑭
○
暴
り
’
ド
F

⑮
回
〉
．
ω
匿
郎
ダ
ぎ
ミ
奪
・
・
誓
｝
ミ
き
匙
こ
㌶
譜
、
9
§
ミ
一
軍
ω
薫
習
母
斤
甲
6
ω
ρ

　
℃
や
一
眠
雫
一
〇
〇
．

⑯
』
．
鼠
畏
冨
壽
闇
壽
§
由
縁
装
。
§
匙
い
§
駄
守
愚
ミ
ミ
9
ミ
馬
卜
匂
。
。
O
隼
虹
録

　
○
改
。
山
郭
⑩
刈
μ
や
c
Q
①
■

⑰
ω
。
。
§
β
§
昏
§
卜
α
’
ド

⑱
Ω
〆
Φ
ξ
“
門
生
㊦
§
も
。
讐
Ω
。
＜
Φ
目
毒
①
障
働
巳
ゆ
ξ
Φ
舞
臼
8
《
”
、
2
葭
×
H
國
押

　
お
O
G
Q
“
や
一
G
Q
Q
◎
出
｛
■

⑲
こ
れ
ら
の
作
者
を
マ
メ
ル
テ
ィ
ヌ
ス
と
呼
ぶ
か
、
ま
た
こ
の
二
篇
の
作
者
は
同

　
一
で
あ
る
の
か
に
関
し
て
は
、
写
本
そ
の
も
の
に
由
来
す
る
問
題
で
あ
り
、
議
論

　
が
な
さ
れ
て
き
た
。
C
・
ニ
ク
ソ
ン
お
よ
び
B
・
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
は
こ
の
作
者
に
マ

　
メ
ル
テ
ィ
ヌ
ス
と
い
う
名
を
付
け
な
い
（
愚
・
自
計
で
．
刈
①
）
。
両
篇
の
作
者
の
同
一

　
性
に
つ
い
て
は
、
差
し
当
た
り
近
年
の
R
・
リ
ー
ス
の
見
解
を
引
き
合
い
に
出
す

　
と
（
魯
．
9
計
℃
や
一
㊤
Q
。
山
O
れ
）
、
同
一
で
あ
る
可
能
性
は
肯
定
も
否
定
も
し
難
い
が
、

　
少
な
く
と
も
聖
舜
卜
翼
一
一
（
ω
）
の
作
者
は
そ
れ
以
前
の
作
品
で
あ
る
ぎ
、
N
．

　
ト
ミ
H
O
（
卜
⊃
）
を
知
っ
て
は
い
た
と
い
う
。

⑳
か
つ
て
0
・
ゼ
ー
ク
に
よ
っ
て
、
こ
の
史
料
中
の
不
明
著
者
は
全
て
エ
ウ
メ
ニ

　
ウ
ス
と
い
う
～
個
食
の
作
で
あ
る
と
い
う
説
が
出
さ
れ
た
（
P
σ
Q
．
ρ
ω
①
Φ
。
F

　
団
β
ヨ
窪
ご
。
。
噛
．
涛
団
①
．
飼
一
り
O
ご
o
o
旨
一
一
〇
印
－
辰
）
。
し
か
し
、
こ
の
主
張
は
テ
キ

　
ス
ト
の
証
言
そ
の
も
の
と
各
バ
ネ
ギ
ュ
リ
ク
ス
の
古
典
作
品
か
ら
の
引
用
の
傾
向

　
を
調
べ
た
A
・
ク
ロ
ッ
ツ
に
よ
り
既
に
退
け
ら
れ
て
お
り
（
》
・
囚
び
貫
．
ω
葺
，

　
象
魯
差
匹
①
口
℃
鴛
①
σ
q
《
艮
鼠
囲
櫛
餓
巳
w
、
沁
詠
ミ
①
ρ
一
雲
海
薯
．
O
目
G
Q
霜
卜
。
）
、
現
在
に

　
至
る
ま
で
ゼ
ー
ク
の
見
解
は
支
持
を
得
て
い
な
い
。
本
稿
で
も
、
こ
れ
ら
不
明
著

　
者
ら
は
別
個
の
人
物
と
し
て
扱
う
こ
と
と
す
る
。

⑳
オ
ー
タ
ン
に
お
け
る
学
校
の
再
建
に
ま
つ
わ
る
こ
の
作
品
は
、
当
の
オ
ー
タ
ン

　
で
読
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
B
・
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
に
よ
り
リ
ヨ
ン
と
い
う

　
別
の
町
で
発
表
さ
れ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
た
（
ゆ
’
ψ
沁
。
住
α
q
㊤
9
、
国
償
旨
魯
冨
ω

　
o
暁
》
¢
σ
q
自
8
曾
自
β
、
》
嵩
鞠
象
卜
σ
ρ
お
。
。
P
毯
恥
お
ふ
①
）
。

⑫
　
ボ
ル
ド
ー
出
身
か
ど
う
か
は
見
解
が
分
か
れ
る
も
の
の
、
ボ
ル
ド
ー
と
縁
の
あ

　
る
こ
の
ガ
リ
ア
人
バ
カ
…
ト
ゥ
ス
は
、
ア
ウ
ソ
ニ
ウ
ス
の
友
人
で
あ
り
、
既
述
し

　
た
よ
う
に
、
バ
ネ
ギ
ュ
リ
ク
ス
発
表
後
に
成
功
を
手
に
し
た
弁
論
家
で
あ
る

　
（
輿
O
毘
①
9
「
－
信
無
計
H
H
H
窓
隠
。
。
ふ
目
　
｝
国
■
匡
．
｝
8
Φ
ω
し
．
首
鼠
輿
σ
ぎ
・

　
ら
p
『
叫
p
ら
旨
．
竃
。
裂
グ
§
軌
ぎ
、
巳
魯
ミ
§
ξ
駄
導
馬
ト
ミ
ミ
沁
。
ミ
葛
昌
肉
℃
愚
㌣
恥
」

　
浮
賢
め
8
－
。
。
℃
鈎
9
商
議
α
q
Φ
し
り
刈
押
℃
・
卜
。
認
（
以
下
、
譜
並
肉
と
略
ご
○
中

　
く
■
累
×
曾
。
巳
b
d
’
ω
’
潟
。
縣
σ
q
曾
ω
”
曇
§
も
や
a
刈
ム
ミ
）
。

⑬
　
即
駁
9
0
P
§
q
ド
庖
■
鳴
。
。
甲
り
一
’

⑳
　
そ
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
、
彼
ら
は
エ
ン
ニ
ウ
ス
や
キ
ケ
ロ
、
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
、

　
セ
ネ
カ
ら
の
作
品
に
通
じ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（
国
じ
d
β
己
Φ
¢
。
F
．
び
．
Φ
ヨ
ー

　
℃
Φ
H
Φ
母
q
ゴ
喰
ゆ
ω
ド
。
り
℃
餌
昌
ゆ
α
q
冤
H
5
信
①
ω
い
讐
ヨ
ω
、
w
冒
…
男
b
d
霞
匹
＄
タ
箔
b
び
舘
σ
o
早

　
鵠
①
一
白
竃
凶
信
ヨ
げ
①
誹
（
①
q
ω
．
）
魑
醇
野
望
騎
譜
N
§
賊
議
、
，
o
ミ
ミ
斜
℃
印
臥
。
。
闇
一
Φ
①
♪

　
鼠
）
。

⑮
菊
．
空
9
。
p
号
．
ミ

（
⑳
ω
．
竃
m
。
O
o
§
帥
。
ぎ
。
や
。
霊
（
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
文
献
が
あ
る
。
H
甑
負

　
日
讐
ぎ
℃
δ
。
。
Φ
勺
き
Φ
α
q
《
爲
。
ω
一
日
毒
象
瓢
o
u
碧
仙
U
δ
o
o
導
一
⇔
鐵
受
ぎ
疑
①
い
象
臼

　
円
。
日
碧
国
ヨ
嘗
回
Φ
㌦
沁
国
醇
轟
卜
⊃
卜
⊃
弘
り
刈
9
悪
b
⑩
為
①
’
）

⑳
閃
■
じ
σ
二
号
鼻
。
や
。
置
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鐙
　
づ
9
写
Φ
≦
巴
9
9
蕊
§
周
§
ミ
さ
註
ミ
δ
謡
曼
無
誤
、
攣
、
謹
雨
曇
熔
、
愚
幽
■

　
鷺
謡
§
§
誉
、
隠
馬
酋
ミ
逐
逡
》
§
畢
馬
ミ
昏
、
ミ
郵
ω
［
三
齢
α
q
費
酔
”
お
8
■

⑳
　
9
留
げ
訂
ダ
6
①
ず
開
ま
8
門
一
ρ
器
巴
印
8
ヨ
ヨ
き
ざ
巴
8
℃
。
露
幽
ρ
g
鳥
Φ
。
。

　
℃
曽
誌
α
q
饗
δ
器
ω
㌶
無
蕊
”
、
b
尊
工
9
∪
口
♪
一
〇
c
。
♪
や
ω
ミ
h
た
だ
し
、
こ
の
研
究
は
、

　
本
稿
の
よ
う
な
ガ
リ
ア
を
基
盤
と
し
た
政
治
的
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
意
識
し
た
も
の

　
で
は
な
い
。

⑳
即
響
Φ
卸
号
§
も
．
器
｛
｛
・

第
二
章
　
オ
ー
タ
ン
の
弁
論
家
と
ト
リ
ア
宮
廷

テ5ラルキア時代ガリアにおける弁論家と皇帝（西村）

　
後
弓
〇
〇
年
前
後
園
に
作
成
さ
れ
た
称
賛
演
説
九
篇
の
内
、
二
九
七
年
、
二
九
八
年
、
三
一
〇
年
、
三
一
二
年
の
四
篇
の
作
者
は
、
自
ら
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ア
エ
ド
ゥ
イ
族
の
町
（
o
貯
蹄
鋤
。
。
＞
a
信
。
難
路
）
オ
ー
タ
ン
の
出
身
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
彼
ら
は
、
オ
ー
タ
ン
の
町
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

「
ロ
ー
マ
人
の
兄
弟
」
と
い
う
名
を
得
た
こ
と
を
、
ア
エ
ド
ゥ
イ
族
が
ガ
リ
ア
人
の
中
で
最
初
に
元
老
院
か
ら
「
ロ
ー
マ
人
の
兄
弟
」
と
名
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

け
ら
れ
た
こ
と
を
誇
っ
て
い
る
。
三
一
二
年
の
オ
ー
タ
ン
入
弁
論
家
は
、
ア
ル
ウ
ェ
ル
ニ
族
と
セ
ク
ア
ニ
族
が
ゲ
ル
マ
ン
人
を
援
軍
と
し
て
呼

び
入
れ
た
時
に
、
ア
エ
ド
ゥ
イ
族
の
首
長
デ
ィ
ウ
ィ
キ
ア
ク
ス
が
ロ
ー
マ
元
老
院
へ
赴
き
事
態
を
報
告
し
た
故
事
に
雷
及
し
、
カ
エ
サ
ル
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

る
ガ
リ
ア
征
服
の
時
代
に
ア
エ
ド
ゥ
イ
族
が
ロ
ー
マ
入
に
協
力
的
だ
っ
た
と
誇
る
。

　
養
田
ビ
ブ
ラ
ク
テ
か
ら
オ
ー
タ
ン
へ
と
移
っ
た
ア
エ
ド
ゥ
イ
族
は
、
早
い
時
期
か
ら
そ
の
町
オ
ー
タ
ン
に
長
大
な
周
壁
、
劇
場
、
円
形
闘
技

　
　
　
⑤

場
を
有
し
、
帝
政
期
に
繁
栄
を
享
受
し
た
が
、
三
世
紀
の
内
乱
期
に
オ
ー
タ
ン
は
深
刻
な
荒
廃
を
被
る
こ
と
に
な
っ
た
。
二
六
〇
年
か
ら
、
ガ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

リ
ア
、
ブ
リ
タ
ニ
ア
、
ヒ
ス
パ
ニ
ア
は
ロ
ー
マ
帝
国
か
ら
離
反
し
い
わ
ゆ
る
「
分
離
帝
国
」
を
形
成
す
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
、
オ
ー
タ
ン
は

こ
の
「
分
離
帝
国
」
に
対
し
て
反
旗
を
翻
し
、
イ
タ
リ
ア
側
の
皇
帝
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
・
ゴ
テ
ィ
ク
ス
に
救
援
を
求
め
た
。
こ
の
事
件
に
つ
い

て
三
一
二
年
遅
弁
論
家
は
い
く
ら
か
の
情
報
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
二
六
九
／
七
〇
年
、
こ
の
弁
論
家
が
ま
だ
子
供
だ
っ
た
頃
、
オ
一
二
ン
は

ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
帝
に
ガ
リ
ア
奪
還
を
促
し
た
が
、
逆
に
ガ
リ
ア
分
離
帝
國
側
の
皇
帝
テ
ト
リ
ク
ス
に
よ
っ
て
包
囲
を
受
け
、
七
ヶ
月
に
及
ぶ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

籠
城
の
末
に
制
圧
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
包
囲
攻
撃
の
後
、
オ
ー
タ
ン
の
名
士
た
ち
は
処
分
を
受
け
、
あ
る
者
は
財
産
没
収
の
上
半
ー
タ
ン
か
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ら
追
放
さ
れ
た
。
こ
の
時
追
放
さ
れ
た
オ
ー
タ
ン
人
の
一
人
が
、
後
の
ボ
ル
ド
ー
の
ア
ウ
ソ
ニ
ウ
ス
の
母
方
の
祖
父
に
当
た
る
入
物
、
カ
エ
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

リ
ウ
ス
・
ア
ル
ギ
キ
ウ
ス
・
ア
ル
ボ
リ
ウ
ス
で
あ
る
。
こ
の
反
乱
事
件
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
た
オ
ー
タ
ン
の
荒
廃
は
深
翔
で
あ
っ
た
。
こ
の

荒
廃
か
ら
故
郷
を
復
興
さ
せ
る
べ
く
、
オ
ー
タ
ン
出
身
の
弁
論
家
た
ち
は
再
建
事
業
の
誘
致
を
ト
リ
ア
宮
廷
に
働
き
か
け
始
め
る
。

　
少
な
く
と
も
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
イ
ウ
ス
の
時
代
か
ら
オ
ー
タ
ン
の
再
建
事
業
が
着
手
さ
れ
た
こ
と
が
テ
キ
ス
ト
か
ら
確
認
さ
れ
る
。
コ
ン
ス

タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
に
よ
る
ブ
リ
タ
ニ
ア
の
奪
還
を
称
え
る
二
九
七
年
の
弁
論
家
は
、
こ
の
ブ
リ
タ
ニ
ア
遠
征
の
勝
利
の
機
会
に
、
ブ
リ
タ
ニ
ア
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

職
入
た
ち
の
手
で
住
居
、
公
共
建
築
物
、
神
殿
と
い
っ
た
オ
ー
タ
ン
の
建
築
物
が
修
理
・
再
建
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
二
九
八
年
の
エ

ウ
メ
ニ
ウ
ス
は
、
公
的
建
造
物
だ
け
で
な
く
個
人
の
住
居
の
再
建
の
た
め
に
も
資
金
が
提
供
さ
れ
た
こ
と
、
労
働
を
担
う
職
人
が
ブ
リ
タ
ニ
ア

か
ら
派
遣
さ
れ
た
こ
と
、
ガ
リ
ア
中
の
名
望
家
層
か
ら
新
た
な
住
民
が
送
り
込
ま
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
冬
営
中
の
兵
士
た
ち
に
よ
っ
て
水
道
設

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

備
が
修
繕
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
伝
え
る
。
三
一
二
年
の
演
説
家
も
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
イ
ウ
ス
の
時
代
に
浴
場
が
再
建
さ
れ
、
住
民
の
補
充
が
な

　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

さ
れ
た
と
伝
え
て
い
る
。
そ
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
息
子
で
あ
る
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
に
対
し
て
も
、
一
三
〇
年
の
弁
論
家
は
オ
ー
タ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ン
へ
の
援
助
を
求
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
オ
ー
タ
ン
出
身
の
弁
論
家
た
ち
は
、
称
賛
演
説
発
表
の
場
に
お
い
て
自
分
た
ち
の
故
郷
の
利
害

を
代
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
実
は
彼
ら
は
宮
廷
の
官
吏
と
し
て
の
経
歴
を
持
つ
人
物
た
ち
で
あ
っ
た
。

　
二
九
七
年
の
弁
論
家
は
学
校
の
教
師
で
も
あ
っ
た
が
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
推
薦
に
よ
り
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
に
演
説
を
披
露
す
る
機
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

を
得
、
そ
の
後
宮
廷
内
で
な
ん
ら
か
の
職
（
書
記
か
）
に
就
い
た
と
い
う
。
こ
の
人
物
と
お
そ
ら
く
同
じ
頃
、
宮
廷
内
で
重
要
な
職
に
就
い
て

い
た
の
が
エ
ウ
メ
ニ
ウ
ス
で
あ
る
。
エ
ウ
メ
ニ
ウ
ス
の
手
に
よ
る
二
九
八
年
の
演
説
象
§
卜
§
り
（
O
）
は
、
『
ラ
テ
ン
語
称
賛
演
説
集
』
中
で

唯
～
皇
帝
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
作
中
、
＜
坑
℃
Φ
H
け
。
蕊
の
弓
④
と
呼
び
か
け
ら
れ
る
、
名
称
不
明
の
寄
州
総
督
が
直
接
の
聴
き
手
で

　
⑭

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
総
督
に
対
し
て
称
賛
の
言
葉
が
贈
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
場
に
は
い
な
い
皇
帝
へ
の
称
賛
演
説
と
い
う
形
を
と

り
な
が
ら
、
エ
ウ
メ
ニ
ウ
ス
は
オ
ー
タ
ン
に
あ
る
学
校
の
再
建
を
申
し
出
る
。
「
か
つ
て
こ
の
露
な
く
美
し
い
建
物
と
勉
学
研
究
の
豊
富
さ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

故
に
称
賛
さ
れ
高
名
で
あ
っ
た
あ
の
マ
エ
ニ
ア
ー
ナ
学
校
が
、
他
の
建
物
や
神
殿
が
修
復
さ
れ
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
再
建
さ
れ
る
こ
と
を
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テトラルキア時代ガリアにおける弁論家と皇帝（西村）

　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

…
…
私
は
求
め
ま
す
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
こ
の
エ
ウ
メ
ニ
ウ
ス
は
、
元
は
宮
廷
の
起
草
局
長
官
（
旨
蝉
σ
q
H
し
自
仲
Φ
穏
鷺
P
Φ
ヨ
O
門
一
ゆ
①
）
で
あ
る
。
本
来
、
エ
ウ
メ
ニ
ウ
ス
は
自
分
の
息
子
を
こ
の
学

校
の
教
師
に
推
薦
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
代
わ
り
に
コ
ン
ス
タ
ン
テ
イ
ウ
ス
か
ら
エ
ウ
メ
ニ
ウ
ス
本
人
が
そ
の
学
校
の
長
に
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

よ
う
に
命
を
受
け
た
。
そ
の
際
、
起
草
局
長
官
時
代
の
給
金
三
十
万
セ
ス
テ
ル
テ
イ
ウ
ス
を
倍
の
六
十
万
セ
ス
テ
ル
テ
ィ
ウ
ス
に
増
額
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ま
た
起
草
局
長
宮
と
い
う
宮
廷
で
の
顕
職
に
伴
う
特
権
が
修
辞
学
の
教
師
と
な
っ
た
後
も
維
持
さ
れ
る
こ
と
が
保
証
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

権
と
は
、
宮
廷
官
吏
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
、
都
市
参
事
会
で
の
行
政
・
財
務
上
の
雑
多
な
奉
仕
や
負
担
か
ら
の
免
除
を
含
む
も
の
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
特
権
の
保
証
と
教
職
へ
の
任
命
を
告
げ
る
宮
廷
か
ら
届
い
た
以
下
の
よ
う
な
書
簡
を
、
エ
ウ
メ
ニ
ウ
ス
は
引
用
し
演
説
の
中
に
組

み
込
ん
で
い
る
。

そ
こ
で
、
教
師
の
死
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
と
思
わ
れ
て
い
る
こ
の
学
校
に
対
し
て
、
我
々
が
公
務
を
執
り
行
う
う
ち
に
そ
の
雄
弁
と
性
格
の
謹
厳
さ
と
を

知
る
に
い
た
っ
た
の
で
、
特
に
お
ま
え
を
そ
の
長
に
任
ぜ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
お
ま
え
の
顕
職
の
特
権
を
維
持
し
た
上
で
我
々
は
命
じ
る
。

お
ま
え
は
雄
弁
術
の
職
を
再
開
し
、
我
々
が
か
つ
て
の
栄
光
を
取
り
戻
さ
せ
た
こ
と
を
お
ま
え
も
知
ら
な
い
で
は
な
い
上
述
の
町
に
お
い
て
、
よ
り
善
き

生
に
専
心
す
る
よ
う
青
年
ら
の
精
神
を
教
化
す
べ
し
、
と
。
こ
の
職
務
の
た
め
に
お
ま
え
の
か
つ
て
の
役
職
が
名
誉
の
点
で
何
ら
か
傷
つ
く
と
考
え
て
は

な
ら
な
い
。
誉
あ
る
職
業
は
威
信
を
滅
ぼ
す
よ
り
も
む
し
ろ
威
信
の
全
体
を
飾
り
立
て
る
の
だ
か
ら
。
そ
し
て
最
後
に
、
我
々
の
寛
大
さ
も
ま
た
お
ま
え

の
業
績
に
配
慮
し
て
い
る
の
だ
と
お
ま
え
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
お
ま
え
は
国
家
の
資
力
か
ら
六
十
万
セ
ス
テ
ル
テ
ィ
ウ
ス
で
給
金
を
得
る
と
我
々
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

定
め
る
。
我
ら
の
親
愛
な
る
エ
ウ
メ
ニ
ウ
ス
よ
、
健
や
か
で
あ
れ
。
（
建
謡
．
卜
葛
ひ
㊤
（
㎝
）
軍
．
甲
㎝
．
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
エ
ウ
メ
ニ
ウ
ス
は
こ
の
六
十
万
セ
ス
テ
ル
テ
ィ
ウ
ス
の
給
金
を
用
い
て
マ
エ
ニ
ア
ー
ナ
学
校
を
再
建
し
た
い
と
訴
え
る
。
エ
ウ
メ
ニ
ウ
ス
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

駆
り
立
て
る
も
の
は
故
郷
へ
の
愛
で
あ
る
と
い
う
。
エ
ウ
自
序
ウ
ス
は
元
宮
廷
官
吏
と
し
て
の
名
誉
と
自
分
の
出
身
地
へ
の
自
発
的
な
奉
仕
と
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を
誇
示
し
て
い
る
。
エ
ウ
メ
ニ
ウ
ス
が
か
つ
て
就
い
て
い
た
起
草
局
長
官
は
、
書
記
局
（
O
出
｛
一
〇
一
黛
畠
＼
o
り
O
H
一
H
口
鋤
）
を
統
轄
す
る
。
ほ
ぼ
岡
時
期
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

東
方
で
同
じ
起
草
局
長
官
職
に
就
い
て
い
た
シ
コ
リ
ウ
ス
・
プ
ロ
ブ
ス
は
二
九
八
年
に
ペ
ル
シ
ア
と
の
和
平
交
渉
に
あ
た
っ
て
お
り
、
こ
の
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
法
・
行
政
・
外
交
と
い
っ
た
広
範
か
つ
重
要
な
職
務
を
担
う
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
エ
ウ
メ
ニ
ウ
ス
が
か
つ
て
宮
廷
内
で
占
め
て
い
た
位

置
は
決
し
て
軽
い
も
の
で
は
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
な
、
皇
帝
権
力
と
の
地
理
的
な
近
接
を
背
景
と
し
て
四
分
治
制
の
時
代
に
培
わ
れ
た
ト
リ
ア
宮
廷
と
オ
ー
タ
ン
と
の
結
び
付
き

ば
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
の
時
代
に
入
っ
て
も
ま
だ
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
一
三
〇
年
の
演
説
と
三
＝
一
年
の
演
説
か
ら
わ
か
る
。

　
こ
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
に
演
説
を
献
げ
る
三
一
〇
年
の
オ
ー
タ
ン
人
弁
論
家
も
、
そ
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
か
つ
て
宮
廷
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

複
数
の
役
職
に
就
い
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
の
人
物
の
子
供
の
内
の
一
人
は
、
「
既
に
国
庫
に
ま
つ
わ
る
重
要
な
任
務
の
遂
行

　
　
　
　
　
　
㊧

を
担
当
し
て
い
る
。
」
こ
こ
で
い
う
国
庫
に
ま
つ
わ
る
職
務
と
は
国
庫
弁
護
官
（
避
く
○
＄
欝
G
。
笥
ω
9
）
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
職
は
ハ
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

リ
ア
ヌ
ス
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
上
級
法
務
官
吏
で
、
各
属
州
に
お
い
て
私
人
に
対
し
国
庫
の
利
害
を
代
弁
す
る
も
の
で
あ
る
。
F
・
ミ
ラ
ー

は
、
カ
エ
リ
ウ
ス
・
サ
ト
ゥ
ル
ニ
ヌ
ス
と
い
う
人
物
が
イ
タ
リ
ア
で
の
国
庫
弁
護
密
職
か
ら
経
歴
を
始
め
、
最
終
的
に
は
元
老
院
入
り
を
果
た

し
ガ
リ
ア
の
道
長
官
（
讐
蝉
Φ
臨
①
9
仁
。
・
領
p
象
鼠
。
）
に
ま
で
登
り
詰
め
た
事
例
を
引
き
合
い
に
出
し
、
国
庫
弁
護
官
と
い
う
職
が
皇
帝
の
側
近
の
座

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
結
び
付
き
得
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
ア
ウ
ソ
ニ
ウ
ス
の
娘
の
夫
で
あ
る
ウ
ァ
レ
リ
ウ
ス
・
ラ
テ
ィ
ヌ
ス
・
エ
ウ
ロ
ミ
ウ
ス
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

人
物
が
、
国
庫
弁
護
宮
か
ら
始
め
て
後
に
ダ
ル
マ
テ
ィ
ア
の
属
州
総
督
に
な
っ
て
い
る
例
も
あ
る
。
こ
の
弁
論
家
の
息
子
が
ど
れ
ほ
ど
の
出
世

を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
息
子
を
皇
帝
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
に
推
薦
し
て
い
る
父
親
は
、
自
分
の
息
子
を
将

来
性
の
あ
る
役
職
に
就
け
る
こ
と
に
は
成
功
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
の
弁
論
家
が
称
賛
演
説
発
表
の
機
会
に
推
薦
す
る
の

は
自
分
の
息
子
だ
け
で
は
な
い
。
続
け
て
こ
の
弁
論
家
は
言
う
。
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私
は
慌
て
の
子
供
た
ち
に
つ
い
て
語
っ
た
の
で
す
が
、
皇
帝
［
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
］
よ
、
そ
れ
で
も
自
負
は
広
範
に
わ
た
り
ま
す
。
と
い
う
の
も
、



私
が
授
か
っ
た
五
人
目
子
供
た
ち
の
ほ
か
に
も
、
フ
ォ
ル
ム
の
後
見
人
や
宮
廷
で
の
職
務
に
ひ
き
た
て
た
、
あ
た
か
も
自
分
の
子
供
の
よ
う
に
思
っ
て
い

る
者
た
ち
が
い
る
の
で
す
。
確
か
に
、
世
に
知
ら
れ
ぬ
こ
と
は
な
い
多
く
の
川
が
私
か
ら
流
れ
出
し
て
お
り
、
私
の
多
く
の
門
弟
た
ち
も
ま
た
あ
な
た
の

無
害
を
管
理
し
て
い
ま
す
。
私
は
彼
ら
の
成
功
を
喜
ん
で
い
ま
す
し
、
全
員
の
名
誉
を
我
が
事
の
よ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
。
も
し
仮
に
今
日
の
私
の
演
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

が
私
の
期
待
を
下
回
る
も
の
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
彼
ら
に
関
し
て
は
賛
意
を
得
た
と
私
は
確
信
し
て
い
ま
す
。
（
聖
§
ト
ミ
①
（
刈
）
卜
。
ω
．
卜
。
．
）

テトラルキア時代ガリアにおける弁論家と皇帝（西村）

　
こ
の
オ
ー
タ
ン
出
身
で
元
宮
吏
の
弁
論
家
は
、
弁
護
人
や
宮
廷
宮
吏
、
属
州
行
政
に
携
わ
る
役
人
と
な
っ
た
多
く
の
弟
子
の
こ
と
を
誇
る
。

更
に
こ
の
バ
ネ
ギ
ュ
リ
ク
ス
に
お
い
て
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
に
オ
ー
タ
ン
の
町
を
直
接
訪
れ
て
公
共
の
場
や
神
殿
を
再
建
し
て
欲
し
い
と

　
　
　
　
　
　
⑳

訴
え
る
の
で
あ
る
。
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
の
オ
ー
タ
ン
来
訪
が
実
現
し
た
こ
と
は
、
三
＝
一
年
の
称
賛
演
説
か
ら
判
明
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
三
一
二
年
の
弁
論
家
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
に
感
謝
を
述
べ
る
べ
く
、
故
郷
オ
ー
タ
ン
の
た
め
に
使
者
の
役
割
を
引
き
受
け
た
。
オ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

タ
ン
の
町
は
、
新
し
い
ケ
ン
ス
ス
に
よ
る
税
査
定
の
莫
大
さ
の
た
め
に
衰
弱
し
、
城
壁
の
倒
壊
以
上
に
力
の
疲
労
に
よ
っ
て
打
ち
沈
ん
で
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
こ
で
い
う
新
し
い
ケ
ン
ス
ス
と
は
、
三
〇
六
年
の
ガ
レ
リ
ウ
ス
に
よ
る
ケ
ン
ス
ス
の
こ
と
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
耕
作
地
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

放
棄
さ
れ
沼
沢
地
や
湿
地
に
姿
を
変
え
、
葡
萄
畑
ま
で
も
が
荒
れ
果
て
た
と
い
う
。
オ
ー
タ
ン
の
窮
状
を
知
っ
た
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
は
訪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

問
を
決
意
し
、
オ
ー
タ
ン
を
訪
れ
た
同
帝
を
町
の
門
が
ま
る
で
抱
擁
す
る
か
の
よ
う
に
迎
え
入
れ
た
。
オ
ー
タ
ン
滞
在
中
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ヌ
ス
の
た
め
に
、
町
の
人
々
は
コ
レ
ギ
ア
の
旗
と
神
像
、
そ
し
て
明
る
い
旋
律
の
楽
器
を
持
ち
出
し
て
皇
帝
が
通
る
道
を
飾
り
立
て
た
と
い
う
。

そ
し
て
、
こ
の
弁
論
家
を
含
む
オ
ー
タ
ン
の
都
市
参
事
会
と
面
会
し
た
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
り
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の
税
負
担
の
軽
減

が
救
済
措
置
と
し
て
認
め
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
｝
つ
は
負
担
す
る
税
の
査
定
額
を
、
七
〇
〇
〇
カ
ピ
タ
免
除
し
て
二
五
〇
〇
〇
カ
ピ
タ
に
滅
免
し
た
こ
と
。
も
う
～
つ
は
、
以
前
の
ケ
ン
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ス
以
来
た
ま
っ
て
い
た
五
年
分
の
税
の
内
、
未
払
い
分
の
支
払
い
を
免
除
し
た
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
カ
ピ
タ
（
8
℃
冨
）
が
何
を
意
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

す
る
の
か
に
関
し
て
は
意
見
が
分
か
れ
る
が
、
税
を
課
さ
れ
る
人
の
頭
数
で
は
な
く
抽
象
的
な
税
額
査
定
上
の
単
位
と
み
な
し
、
耕
作
地
へ
の
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⑬

醤
及
が
多
い
こ
と
か
ら
単
に
人
頭
税
の
み
で
は
な
く
土
地
税
を
も
含
ん
だ
も
の
と
考
え
た
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
三
一
〇
年
の
演
説
の
時
点
で
な
さ
れ
た
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
へ
の
オ
ー
タ
ン
来
訪
の
申
し
出
は
実
現
さ
れ
、
一
…
＝
二
年
の

演
説
で
そ
の
訪
問
時
に
取
り
決
め
ら
れ
た
減
税
措
置
へ
の
公
的
な
感
謝
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
オ
ー
タ
ン
と
ト
リ
ア
宮
廷
と
の
結
び
付

き
ば
こ
の
頃
ま
で
は
確
か
に
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
F
・
ミ
ラ
ー
が
雷
う
に
は
、
修
辞
学
の
素
養
と
皇
帝
の
傍
近
く
で
の
官
吏
と
し
て
の

職
務
と
の
リ
ン
ク
が
最
も
完
全
か
つ
最
も
明
確
に
表
れ
て
い
る
の
は
、
三
世
紀
末
か
ら
四
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
こ
れ
ら
ガ
リ
ア
の
称
賛
演
説

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
以
後
、
オ
三
聖
ン
出
身
者
た
ち
の
活
動
の
痕
跡
は
消
え
、
史
料
か
ら
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。
ユ
リ
ア

ヌ
ス
が
副
皇
帝
と
し
て
ガ
リ
ア
へ
赴
任
し
た
頃
を
記
述
す
る
ア
ン
ミ
ア
ヌ
ス
・
マ
ル
ケ
リ
ヌ
ス
に
は
、
オ
ー
タ
ン
の
町
は
そ
の
周
壁
は
長
大
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

あ
る
が
既
に
老
朽
化
し
て
い
る
、
と
い
う
程
度
の
認
識
し
か
な
い
。
オ
ー
タ
ン
出
身
の
弁
論
家
た
ち
は
ど
こ
へ
い
っ
た
の
か
。
彼
ら
に
ど
の
よ

う
な
状
況
の
変
化
が
訪
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
ガ
リ
ア
出
身
の
弁
論
家
に
と
っ
て
活
動
の
機
会
そ
の
も
の
が
絶
た
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ボ
ル
ド
ー
出
身
の
エ
ク
ス
ス
ペ
リ
ウ
ス
は
、
コ
ン

ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
の
異
母
兄
弟
で
あ
る
ダ
ル
マ
テ
ィ
ウ
ス
の
息
子
た
ち
の
教
育
係
に
な
り
、
後
に
ヒ
ス
パ
ニ
ア
で
属
州
総
督
に
就
く
こ
と
が
で

　
⑯

き
た
。
ま
た
、
ア
ウ
ソ
ニ
ウ
ス
の
母
方
の
伯
父
、
ア
エ
ミ
リ
ウ
ス
・
マ
グ
ヌ
ス
・
ア
ル
ボ
リ
ウ
ス
は
、
二
七
〇
年
に
オ
ー
タ
ン
か
ら
追
放
さ
れ

た
一
族
の
一
人
で
あ
る
が
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
の
異
母
兄
弟
と
親
交
を
得
て
、
ガ
リ
ア
・
ナ
ル
ポ
ネ
ン
シ
ス
諸
芸
の
総
督
に
就
き
、
後
に

は
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
へ
移
り
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
の
息
子
で
副
皇
帝
と
な
っ
た
人
物
（
三
人
の
内
の
誰
な
の
か
は
判
然
と
し
な
い
）

　
　
　
　
　
　
　
⑰

の
教
育
係
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
二
人
に
つ
い
て
情
報
を
も
た
ら
す
の
は
、
後
の
ボ
ル
ド
ー
の
ア
ウ
ソ
ニ
ウ
ス
で
あ
る
。
コ
ン
ス
タ
ン
テ

ィ
ヌ
ス
治
世
後
半
に
は
宮
廷
と
オ
ー
タ
ン
と
の
リ
ン
ク
は
消
え
、
ボ
ル
ド
ー
を
中
心
と
す
る
南
ガ
リ
ア
へ
と
既
に
比
重
が
移
っ
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
。
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
が
ガ
リ
ア
か
ら
離
れ
て
東
方
へ
と
関
心
を
移
し
て
い
く
と
、
そ
の
息
子
ク
リ
ス
プ
ス
が
副
皇
帝
と
し
て
西
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

を
担
当
し
、
三
一
八
年
か
ら
ト
リ
ア
に
宮
廷
を
構
え
て
い
た
。
ま
た
、
ク
リ
ス
プ
ス
が
父
親
に
よ
っ
て
処
刑
さ
れ
て
か
ら
は
、
代
わ
り
に
コ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
二
世
が
副
皇
帝
と
し
て
ガ
リ
ア
の
ト
リ
ア
へ
向
か
っ
た
。
こ
う
し
て
、
ト
リ
ア
宮
廷
に
は
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
の
息
子
た
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ち
が
続
け
て
滞
在
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ト
リ
ア
宮
廷
と
オ
ー
タ
ン
と
の
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
が
再
形
成
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。
こ
れ
は
ど

う
し
た
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

　
ま
ず
、
こ
の
当
時
の
政
治
的
な
状
況
を
考
え
て
み
よ
う
。
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
の
時
代
に
は
、
元
老
院
身
分
の
者
は
帝
国
運
営
か
ら
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
ん
ど
締
め
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
は
騎
士
身
分
の
者
を
多
く
登
用
し
た
の
で
あ
る
。
デ
ィ
オ
ク

レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
か
ら
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
初
期
ま
で
の
頃
の
ガ
リ
ア
に
お
け
る
総
督
職
就
任
者
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
ガ
リ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

品
濃
の
統
治
に
元
老
院
身
分
の
者
を
使
っ
た
形
跡
は
な
い
。
四
分
治
制
時
代
に
は
、
多
く
の
イ
リ
ュ
リ
ア
地
方
出
身
者
が
帝
国
運
営
に
進
出
し

　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

た
が
、
ガ
リ
ア
方
面
で
ど
の
程
度
イ
リ
ュ
リ
ア
人
が
活
動
し
て
い
た
の
か
は
明
瞭
で
は
な
い
。
確
実
な
の
は
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
や
コ
ン
ス
タ
ン

テ
ィ
ウ
ス
と
い
っ
た
皇
帝
本
人
程
度
で
あ
る
。
だ
が
、
お
そ
ら
く
ガ
リ
ア
で
の
行
政
運
営
に
は
地
元
ガ
リ
ア
の
人
間
が
組
み
込
ま
れ
て
い
た
の

で
は
な
い
か
。
そ
の
名
前
が
伝
わ
る
の
は
起
草
局
長
宮
の
エ
ウ
メ
ニ
ウ
ス
の
み
で
あ
る
と
は
い
え
、
称
賛
演
説
作
家
た
ち
の
証
雷
か
ら
判
断
し

て
、
多
く
の
ガ
リ
ア
人
が
宮
廷
官
吏
と
な
っ
た
り
、
あ
る
い
は
属
州
運
営
に
関
与
し
た
り
し
た
可
能
性
は
高
い
。
元
老
院
身
分
の
者
が
ガ
リ
ア

で
登
用
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
し
、
外
部
か
ら
や
っ
て
き
た
軍
隊
の
イ
リ
ュ
リ
ア
人
だ
け
で
全
て
の
ポ
ス
ト
が
埋
ま
っ
た
と
も
思
え
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
の
時
代
に
は
、
属
州
の
再
分
割
に
よ
っ
て
行
政
上
の
ポ
ス
ト
は
増
え
る
傾
向
が
あ
っ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ

に
修
辞
学
を
修
め
た
ガ
リ
ア
人
が
採
用
さ
れ
た
と
い
う
推
測
は
的
外
れ
で
は
あ
る
ま
い
。
残
さ
れ
た
バ
ネ
ギ
ュ
リ
ク
ス
の
内
、
最
初
期
の
も
の

は
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
に
献
げ
ら
れ
た
二
八
九
年
の
作
品
で
あ
り
、
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
の
ガ
リ
ア
到
来
よ
り
お
よ
そ
四
年
後
で
あ
る
。
お
そ
ら
く

マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
が
ガ
リ
ア
に
や
っ
て
来
た
頃
か
ら
既
に
ト
リ
ア
宮
廷
と
の
結
び
付
き
ば
形
成
さ
れ
始
め
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
時
代
に

は
オ
ー
タ
ン
出
身
者
が
存
在
感
を
増
し
た
。
そ
し
て
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
は
こ
の
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
だ
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
元
来
東
方
で
軍
務
に
就
い
て
い
た
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
に
は
、
即
位
当
初
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
息
子
で
あ
る
と
い
う
以

外
に
特
に
皇
帝
と
し
て
の
正
当
性
の
根
拠
は
な
く
、
ま
だ
目
立
っ
た
軍
功
も
な
け
れ
ば
、
彼
自
身
の
手
に
よ
る
人
脈
網
、
廷
臣
団
も
存
在
し
て

い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
、
ガ
リ
ア
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
と
イ
タ
リ
ア
の
マ
ク
セ
ン
テ
ィ
ウ
ス
と
は
当
時
対
立
関
係
に
あ
り
、
こ
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の
時
点
に
お
い
て
ガ
リ
ア
・
イ
タ
リ
ア
問
の
政
治
的
次
元
で
の
交
通
は
遮
断
さ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
新
た

な
人
材
の
リ
ク
ル
ー
ト
源
は
必
然
的
に
彼
の
人
事
権
の
及
ぶ
地
域
の
み
に
限
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
マ
ク
セ
ン
テ
ィ
ウ
ス
を
排
除

す
る
三
一
二
年
一
〇
月
ま
で
の
時
期
、
ガ
リ
ア
に
お
け
る
行
政
運
営
は
そ
れ
ま
で
と
同
じ
よ
う
な
種
類
の
人
々
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
で
は
こ
の
結
び
付
き
が
途
切
れ
る
要
因
と
は
な
ん
で
あ
っ
た
の
か
。

　
一
つ
は
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
の
動
向
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
実
質
的
に
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
の
下
僚
皇
帝
だ
っ
た
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス

や
、
四
人
の
皇
帝
の
内
の
一
人
で
し
か
な
く
即
位
後
ほ
と
ん
ど
ガ
リ
ア
か
ら
離
れ
な
か
っ
た
父
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
と
は
違
い
、
最
終
的
に

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
は
全
帝
国
を
統
べ
る
最
高
主
権
者
と
な
っ
た
。
統
治
領
域
が
広
が
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
関
心
が
ガ
リ
ア
か
ら
離
れ
て
い

く
の
も
不
思
議
で
は
な
い
。
オ
ー
タ
ン
人
た
ち
に
も
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
と
と
も
に
東
方
へ
活
動
の
場
を
移
す
と
い
う
選
択
肢
が
あ
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
際
に
そ
う
し
た
形
跡
は
な
い
。
称
賛
演
説
の
内
容
が
ガ
リ
ア
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
蝉
脱
タ
ン
を
離

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

れ
る
に
は
彼
ら
の
土
着
性
が
強
す
ぎ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
考
え
ら
れ
る
も
う
一
つ
の
原
因
は
、
次
章
で
述
べ
る
彼
ら
と
前
政
権
と

の
強
い
結
び
付
き
で
あ
る
。

①
き
嵩
■
卜
§
。
。
（
蒔
）
母
卜
。
る
（
9
鱒
．
ド
ω
．
蒔
レ
心
．
烈
①
（
刈
）
b
。
卜
。
．
ω
｛
一
父
。
。
）
＝
｛
．

②
聖
嵩
ト
ミ
。
。
（
膳
）
卜
。
H
N
Φ
（
㎝
）
継
．
押
O
（
刈
）
卜
、
卜
、
卜

③
建
嵩
．
い
舞
父
。
。
）
N
■
劇
．

④
聖
群
ト
ミ
父
。
。
）
ω
．
N
直
．
。
轡
○
簿
①
ω
・
蜘
象
舞
①
．
蚕

⑤
い
国
U
言
写
幕
さ
沁
§
§
曾
ミ
、
§
§
ミ
‡
。
§
ミ
い
畑
脂
9
出
b
噂
8

　
い
8
匹
。
鐙
O
き
び
Φ
隣
P
冨
。
。
Q
。
り
箸
．
δ
一
v
一
〇
。
り
｛
．

⑥
9
閃
．
U
診
写
讐
Φ
び
§
偽
O
ミ
N
広
陵
§
譜
h
ζ
蹟
ミ
賊
§
§
駄
○
§
§
ミ
ミ
註

　
球
偽
さ
㌶
や
壽
鷺
こ
p
ざ
d
ミ
ミ
題
駄
導
鳴
沁
。
ミ
ミ
ド
銅
篭
鴬
㌣
免
｝
b
』
窃
認
め
試
ω
〔
9
樽
－

　
α
q
碧
∬
H
⑩
G
Q
メ
Ψ
卜
⊃
濠
h

⑦
把
き
ト
舞
㎝
（
。
。
）
麟
■
卜
。
｛
．

⑧
ぎ
ω
。
p
建
、
§
ミ
§
。
。
．

⑨
津
鐸
ト
ミ
。
。
（
膳
）
卜
。
憲
．

⑩
貯
鐸
ト
ミ
リ
（
0
）
F
㌶

⑪
き
、
N
ト
ミ
㎝
（
。
。
）
野
膳
．

⑫
津
弗
卜
§
①
（
刈
）
器
．
吟

⑬
聖
舜
卜
§
。
。
（
僻
）
頭
韻

⑭
国
．
σ
Q
．
霊
鐸
い
ミ
Φ
（
㎝
二
■
H
．
〈
碇
旭
①
H
｛
Φ
。
翻
ω
ぎ
蕊
と
は
、
騎
士
身
分
の
人
間
に

　
与
え
ら
れ
る
称
号
で
あ
り
、
近
衛
隊
長
官
に
次
い
で
高
位
の
属
州
総
督
ク
ラ
ス
の

　
人
間
が
帯
び
る
も
の
で
あ
る
（
諺
．
麟
■
ζ
．
匂
O
p
①
o
o
甲
魯
．
ら
隷
G
唱
O
．
心
心
h
．
一
心
o
O
）
。

⑮
テ
キ
ス
ト
中
で
は
、
。
。
畠
。
賦
Φ
竃
器
巳
き
器
な
い
し
記
四
ζ
窪
窪
碧
9
と
い
う

　
形
で
表
記
さ
れ
、
お
そ
ら
く
建
物
自
体
の
様
式
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

　
が
、
こ
の
オ
ー
タ
ン
の
修
辞
学
の
学
校
を
、
本
稿
で
は
便
宜
的
に
マ
エ
ニ
ア
ー
ナ
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学
校
と
表
記
す
る
（
O
層
即
く
・
器
×
8
實
匹
c
d
■
ω
■
菊
。
焦
α
Q
⑦
β
魯
・
ら
蹄
・
も
・
一
欝

　
p
α
）
。

⑯
象
、
N
ト
ミ
．
Φ
（
q
）
ω
’
b
。
；
も
。
ω
邑
。
…
艮
《
器
巴
参
画
2
一
竃
ω
畠
。
日
程
。
乙
聾

　
o
巴
窪
Φ
鼠
ヨ
。
。
g
お
⑦
け
鴇
¢
画
。
戦
毒
｛
お
ρ
話
疑
ゆ
。
Φ
冨
ぴ
奮
①
け
ぎ
寡
g
ω
財
×
・

　
梓
p
。
爵
峯
ρ
轟
巴
甦
磐
屋
目
耳
。
驚
羅
切
。
8
日
駄
貸
Φ
冨
目
㊦
三
舜

⑰
　
後
藤
篤
子
氏
の
訳
語
を
採
用
す
る
（
前
掲
「
は
じ
め
に
」
註
③
）
。
弓
削
達
氏

　
　
は
「
官
房
長
官
」
と
い
う
訳
語
を
使
っ
て
い
る
が
（
前
掲
「
は
じ
め
に
扁
註
①

　
　
「
マ
ク
セ
ン
テ
ィ
ウ
ス
と
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
」
九
三
買
．
）
、
現
在
だ
と
こ
の

　
　
訳
語
で
は
ヨ
ゆ
α
Q
鼓
輿
。
墜
9
0
毎
ヨ
の
そ
れ
と
混
同
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

⑱
聖
代
．
ト
ミ
9
Φ
（
㎝
）
①
．
b
。
．

⑲
ミ
ト
F
P

⑳
§
罫
H
黒
餅

⑳
》
■
鵠
■
ζ
．
富
屋
ρ
号
9
。
昏
も
■
嬢
。
。
9
ρ
国
．
＜
■
蜜
×
8
餌
p
目
し
d
．
6
。
勇
巳
α
q
①
「
G
。
甲
信

　
　
ミ
‘
も
■
δ
α
p
♂
■

⑫
＜
乙
Φ
窪
鼻
9
。
ざ
四
白
。
島
く
に
⑦
葺
巨
Φ
嗣
ぎ
窟
器
。
怨
§
冨
。
H
審
ε
戸

　
　
8
唱
。
冴
ω
ぎ
琶
冥
餌
＆
8
「
Φ
号
喜
ぎ
歩
。
巳
蕊
①
｝
。
碧
Φ
畿
婁
Φ
梓
ぴ
Q
冨
三
§
窪

　
　
白
。
H
毒
突
顕
。
。
言
ω
ぎ
弩
；
塾
①
ヨ
霧
匙
邑
巳
ω
後
号
尾
8
ヨ
℃
g
野
．
留
ご
。

　
　
唖
茸
嘗
島
琶
。
象
σ
q
p
一
棄
貯
嘗
器
ぎ
欝
霞
口
ε
H
。
｛
Φ
ω
し
。
δ
p
聲
。
或
9
§

　
　
「
g
舞
ω
蝉
β
器
ぎ
。
・
巷
類
住
一
§
9
冨
貫
ρ
慧
ヨ
⇒
。
三
α
q
き
霧
巳
G
・
巴
曾
甲

　
　
晋
婁
α
q
葺
賦
日
艮
。
毒
母
㊦
甲
践
集
器
羅
ぎ
留
。
・
ε
瓢
博
§
器
幕
ω
8
邑
§

　
　
①
×
8
奮
日
豊
聲
屋
。
衰
e
①
切
ぎ
。
塁
g
お
翼
⑦
忌
a
。
・
餌
言
臥
傷
琶
。
。
ぎ
早

　
　
。
警
器
匹
霞
。
σ
q
琶
ち
舅
7
8
⑦
器
震
。
｛
①
。
。
。
。
δ
。
§
簿
℃
。
牙
ω
。
暴
舞
程
霞

　
　
傷
更
罎
象
蝕
σ
q
巳
翼
霞
．
U
①
巳
ρ
器
亀
婁
琶
壁
象
8
一
寓
㊥
。
・
8
留
巨
臣
¢
ω

　
　
匿
ヨ
曇
日
Φ
×
邑
要
要
。
器
信
一
爵
器
8
房
①
ρ
忌
唇
ご
葺
。
。
“
三
葺
亀
Φ
α
q
霧

　
　
ヨ
①
葺
冴
け
巴
ω
Φ
§
ヨ
8
。
・
簿
効
ヨ
8
房
巳
①
お
9
①
ヨ
雪
欝
ヨ
．
＜
鉱
p
国
虞
ヨ
Φ
巳

　
　
o
p
嵩
の
巴
日
①
訂
。
瓢
ω
．

⑬
建
鳶
．
ト
ミ
9
㊤
（
α
）
F
。
。
レ
①
’
G
。
．

⑳
ミ
罫
δ
9

⑳
国
肉
団
な
■
謬
O
（
惣
Y

⑱
》
．
頃
’
客
｝
。
器
ρ
号
ミ
．
も
℃
’
8
剛
ご
。
。
①
刈
頃
．

⑳
尋
・
轡
．
ト
ミ
．
①
（
刈
）
b
。
。
。
．
囲

⑳
寧
ミ
》
…
貯
ヨ
ω
毒
ヨ
即
自
9
も
鋤
ぎ
。
巨
ゆ
冨
§
三
睾
■
■
■

⑲
騨
O
琶
亀
Φ
が
号
ら
ド
麟
唱
．
尊
号
…
O
■
P
＜
．
室
×
8
雪
伍
し
σ
φ
カ
。
農
①
「
。
。
Ψ

　
　
号
ミ
■
も
．
b
⊃
器
巳
O
P

⑳
男
罫
ま
お
§
鴨
肉
§
ミ
§
，
帖
ミ
ぽ
沁
§
§
ぎ
・
，
ミ
囲
。
巳
。
p
δ
謡
も
．
り
。
。
｛
．

⑳
き
ω
8
．
津
、
§
ミ
ミ
ド

⑫
O
簿
①
三
ヨ
ρ
き
匹
匹
①
。
ヨ
巳
げ
霧
一
ぴ
巴
ω
仙
竃
弘
僧
欝
Φ
ω
即
し
ヨ
℃
Φ
逗
○
炉
運
び
∵

　
　
什
す
窟
聾
Φ
二
ま
ω
魯
ぎ
ρ
巳
遷
畠
ρ
き
。
。
α
q
①
目
飴
①
蕾
浮
世
。
ω
ρ
轟
巴
幕
。
も
・

　
　
屋
§
δ
盤
。
ω
凛
2
①
×
♂
費
¢
邑
磐
｛
。
員
践
。
塗
。
鑓
唱
。
巨
欝
と
葺
∬
巳
マ

　
　
冨
①
×
器
「
巨
g
昌
坤
α
q
ぎ
竃
の
。
・
穿
舅
∬
暮
δ
沼
。
巨
。
【
Φ
ω
日
蝕
Φ
匿
旨

　
　
凛
。
巳
湾
霧
ε
霧
巴
巨
巴
ω
蕃
g
曾
。
暴
日
旨
。
8
扇
げ
環
三
器
蒼
。
塁
ご
日
－

　
　
碧
Φ
8
巳
「
窪
讐
。
昆
。
曾
8
Φ
f
。
・
＝
。
箒
げ
。
号
ぎ
欝
Φ
×
ω
需
。
翼
δ
需
旨

　
　
日
Φ
乙
幕
「
p
冒
蒙
ω
羅
。
。
誌
鼻
。
嘗
碧
巳
ω
ω
p

＠＠＠　dy　＠　en　pa　dy　＠＠
憲
、
四
．
い
ミ
．
①
（
刈
）
圏
．
マ
メ

ミ
鐸
い
ミ
．
0
（
c
。
）
一
．
P

　
き
ミ
勢
避

　
　
　
　
い

　
ピ
餌
。
雷
馨
■
b
鴨
罵
§
，
馬
も
ミ
，
隔
』
ω
．
卜
。
．

　
建
鎚
い
ミ
．
㎝
（
。
。
）
①
■
T
c
。
「

　
竈
ミ
為
’
♪
9

　
竈
§
o
。
’
野

　
奪
§
一
一
．
一
る
．

　
♂
ミ
一
ω
■
一
・

　
　
　
　
噛

　
例
え
ば
、
A
・
H
・
M
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
、

口
の
数
と
と
る
（
愚
・
ら
ド
悔
．
一
〇
膳
O
｛
こ
押
一
㎝
）
。

こ
の
爵
営
㌶
を
課
税
可
能
な
人

一
方
、
こ
こ
で
の
＄
官
欝
を
、
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土
地
と
人
に
課
さ
れ
た
税
の
査
定
額
を
示
す
単
位
と
し
て
理
解
す
る
研
究
者
も
い

　
る
（
P
α
q
．
〉
■
℃
黄
四
巳
O
鋼
。
U
P
O
P
嘗
欝
鼠
8
傷
⑦
U
δ
O
ま
仲
δ
詳
、
沁
聚
ミ
①
」
り
ω
ρ

　
署
．
一
・
一
ω
一
》
．
∪
鋤
曾
α
q
P
卜
織
q
§
§
職
§
ミ
b
u
琴
南
窪
目
溝
ζ
鋤
o
o
戸
一
逡
9

　
℃
』
O
c
。
｛
｛
∴
即
試
ゆ
。
鑑
巴
げ
目
甲
肉
。
ミ
§
9
竃
こ
ミ
§
N
募
寒
蛤
。
蕊
こ
o
G
誌
避
宕
Φ
毛

　
缶
四
く
①
戸
一
Φ
刈
ρ
唱
．
一
ω
誠
ご
。
ま
た
、
弓
削
達
氏
は
、
課
税
人
口
だ
け
を
含
む
も

　
の
で
、
地
租
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
人
頭
税
の
こ
と
だ
と
考
え
て
い
る
（
前
掲
書
、

　
四
四
〇
～
四
四
二
頁
）
。

⑬
き
鐸
ト
ミ
窃
（
c
。
）
①
．
H
函
一
如
囲
ら
■
ω
．
以
下
も
参
照
。
o
．
国
．
＜
』
ぎ
臣
巳
b
d
．

　
ψ
円
巳
σ
q
Φ
H
ρ
号
§
も
．
卜
。
零
｛
｛
．

⑭
男
護
蕾
び
§
毫
毛
．
。
。
ω
跨
■

⑮
〉
ヨ
ヨ
．
竃
¢
。
H
o
．
一
◎
P
ピ
以
下
も
参
照
。
即
ζ
霧
ζ
巳
δ
p
9
ミ
§
嵩
§
蹴

　
罫
免
b
ミ
営
Q
駄
涛
。
ミ
や
賭
Φ
≦
国
画
く
㊦
P
納
り
。
。
c
。
も
』
P

⑯
〉
島
8
■
‡
藤
野
ミ
§

⑰
き
。
。
8
．
き
、
§
ミ
貯
G
。
一
ぎ
毫
b
u
§
銭
δ

⑬
回
∪
‘
じ
d
餌
ヨ
㊦
ω
甲
§
鳴
自
浄
自
宅
㌣
馬
鐸
b
§
ミ
帖
§
§
蹴
9
藍
§
§
辞
O
寒
－

　
げ
H
凱
α
Q
P
竃
ω
‘
お
Q
。
胎
も
．
Q
。
ω
“

⑲
き
眞
も
■
。
。
麻
．

⑳
罫
↓
■
≦
》
目
冨
ぎ
・
§
偽
浄
養
ミ
ミ
ミ
尊
話
§
亀
歪
面
貯
ト
ミ
ミ
肉
§
§

　
肉
慧
帖
謎
○
臥
。
蒼
一
Φ
話
も
や
μ
ω
り
h
｛
．

⑪
貰
湯
肉
な
■
一
〇
8
剛
．

⑫
　
井
上
文
則
「
後
期
ロ
ー
マ
帝
国
形
成
期
に
お
け
る
イ
リ
ュ
リ
ア
人
」
『
西
洋
史

　
学
乱
吟
〇
二
（
二
〇
〇
一
年
）
Q

⑲
　
二
九
四
年
に
お
そ
ら
く
属
州
セ
ク
ア
ニ
ア
の
総
督
だ
っ
た
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
・
プ

　
ロ
ク
ル
ス
は
、
イ
リ
ュ
リ
ア
地
方
出
身
者
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
（
国
沁
肉
H

　
P
自
尊
（
℃
刈
Y
β
U
」
W
畏
口
①
の
w
信
．
ミ
も
μ
①
一
、
井
上
文
則
、
前
掲
論
文
、
王
～

　
六
頁
）
。

⑭
　
》
．
円
ζ
．
冒
器
ρ
魯
・
ミ
も
眞
昏
。
跨
実
際
に
ど
の
よ
う
な
人
物
が
新
し
い
ポ
ス

　
ト
を
埋
め
た
の
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
（
き
ミ
も
娼
O
）
。

⑮
　
J
・
マ
シ
ュ
ー
ズ
に
よ
る
と
、
ガ
リ
ア
人
は
帝
国
の
政
策
に
関
与
す
る
こ
と
に

　
積
極
的
で
は
な
く
、
三
〇
〇
年
頃
に
見
ら
れ
る
例
外
的
な
積
極
性
は
四
分
治
制
時

　
代
に
宮
廷
が
ガ
リ
ア
に
常
駐
し
た
た
め
で
あ
る
と
い
う
（
愚
．
9
計
題
．
。
。
ρ

　
ω
O
O
h
．
）
。
同
様
の
見
解
と
し
て
は
即
く
§
U
僧
β
卜
§
譜
越
潮
田
霜
ミ
9
℃
召
ミ
§
量

　
§
ト
ミ
Q
鋤
ミ
譜
ミ
Q
匙
鼠
じ
d
Φ
芽
①
♂
ざ
一
〇
〇
。
α
も
旭
■
一
b
っ
∴
α
を
参
照
。
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第
三
章
　
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
像
の
変
遷
に
見
る
ガ
リ
ア
に
お
け
る
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
展
開

こ
の
章
で
は
、
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
と
い
う
皇
帝
の
人
物
像
と
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
と
の
関
係
の
変
遷
を
通
し
て
、
四
世
紀
初
頭
に
お
け
る

プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
形
成
と
発
信
、
そ
し
て
そ
の
変
遷
を
辿
り
、
ト
リ
ア
宮
廷
と
ガ
リ
ア
人
弁
論
家
と
の
関
連
を
政
治
情
勢
の
側
面
か
ら
考
察
す

る
。

皇
帝
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
の
同
郷
人
に
し
て
戦
友
の
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
は
、
二
八
五
年
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
に
よ
り
翻
皇
帝
と
し



テトラルキア時代ガリアにおける弁論家と皇帝（西村）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

て
ガ
リ
ア
へ
と
派
遣
さ
れ
た
。
バ
ガ
ウ
ダ
エ
と
呼
ば
れ
る
ガ
リ
ア
で
の
反
乱
の
鎮
圧
に
成
功
す
る
と
、
翌
二
八
六
年
正
皇
帝
へ
と
昇
格
し
、
ト

リ
ア
に
宮
廷
を
構
え
、
異
民
族
と
の
戦
い
に
奔
走
す
る
。
ブ
リ
タ
ニ
ア
と
低
地
地
方
を
奪
取
し
た
悟
称
皇
帝
カ
ラ
ウ
シ
ウ
ス
へ
の
攻
撃
は
不
発

に
終
わ
っ
た
よ
う
だ
が
、
ガ
リ
ア
に
お
け
る
ロ
ー
マ
皇
帝
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
は
重
要
で
あ
っ
た
。
二
八
九
年
の
弁
論
家
は
、
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ガ
リ
ア
属
州
を
光
で
照
ら
し
ま
す
よ
う
に
と
願
う
。
二
九
三
年
に
四
分
治
制
が
成
立
し
、
副
皇
帝
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
が
ガ
リ
ア
を
担
当
す

る
よ
う
に
な
る
と
、
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
は
イ
タ
リ
ア
の
ミ
ラ
ノ
を
主
な
宮
廷
所
在
地
に
し
、
ア
フ
リ
カ
の
治
安
を
維
持
し
、
ま
た
コ
ン
ス
タ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

テ
ィ
ウ
ス
が
ブ
リ
タ
ニ
ア
に
遠
征
す
る
際
に
は
そ
の
代
わ
り
に
ラ
イ
ン
川
防
衛
線
に
に
ら
み
を
利
か
せ
た
。
そ
し
て
、
三
〇
五
年
五
月
一
日
デ

ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
と
同
時
に
退
位
し
、
イ
タ
リ
ア
で
の
引
退
生
活
に
入
っ
た
。
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
が
再
び
政
治
の
舞
台
に
登
る
の
は
、
三

〇
六
年
に
息
子
マ
ク
セ
ン
テ
ィ
ウ
ス
が
ロ
ー
マ
で
皇
帝
に
落
せ
ら
れ
て
か
ら
の
こ
と
に
な
る
。
以
下
、
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
像
の
変
遷
を
三
段
階

に
分
け
て
辿
る
。

（「

j
　
三
〇
七
年
一
祝
婚
の
演
…
説
に
お
け
る
再
尊
位
の
弁
明

　
三
〇
五
年
五
月
一
日
を
も
っ
て
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
と
と
も
に
退
位
し
た
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
は
、
三
〇
六
年
一
〇
月
二
八
日
に
そ
の
息

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

子
マ
ク
セ
ン
テ
ィ
ウ
ス
が
ロ
ー
マ
で
皇
帝
に
漏
せ
ら
れ
る
と
、
マ
ク
セ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
呼
び
か
け
に
応
じ
て
再
度
皇
帝
と
し
て
即
位
し
た
。
デ

ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
に
代
わ
っ
て
東
方
正
皇
帝
と
な
っ
て
い
た
ガ
レ
リ
ウ
ス
は
、
こ
の
父
子
の
皇
帝
位
を
認
め
ず
、
ロ
ー
マ
帝
国
は
皇
帝
同

士
の
内
戦
に
突
入
し
た
。
ガ
レ
リ
ウ
ス
の
意
を
受
け
た
当
時
の
西
方
正
皇
帝
セ
ウ
ェ
ル
ス
に
よ
る
イ
タ
リ
ア
侵
攻
を
防
い
だ
後
、
ガ
レ
リ
ウ
ス

に
よ
る
再
度
の
イ
タ
リ
ア
攻
撃
に
備
え
る
た
め
、
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
は
ガ
リ
ア
へ
向
か
い
、
自
分
の
娘
フ
ァ
ウ
ス
タ
を
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス

　
　
　
　
　
⑤

と
結
婚
さ
せ
た
。
こ
の
二
人
の
結
婚
の
場
で
読
ま
れ
た
の
が
三
〇
七
年
の
バ
ネ
ギ
ュ
リ
ク
ス
で
あ
る
。
再
び
皇
帝
と
し
て
活
動
を
始
め
た
マ
ク

シ
ミ
ア
ヌ
ス
を
こ
の
演
説
は
ど
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
の
か
。

　
マ
ク
セ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
登
位
に
始
ま
る
イ
タ
リ
ア
で
の
一
連
の
経
過
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。
弁
論
家
は
、
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
が
帝
位
を
退
い
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た
た
め
に
、
イ
タ
リ
ア
全
土
と
ロ
ー
マ
は
支
え
に
し
て
い
た
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
の
右
手
を
取
り
去
ら
れ
て
、
お
の
の
き
倒
れ
伏
し
て
し
ま
っ
た
、

と
語
る
。
だ
が
、
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
の
帰
還
に
よ
っ
て
全
て
は
圃
復
し
た
の
だ
か
ら
、
不
幸
な
出
来
事
を
わ
ざ
わ
ざ
思
い
出
す
必
要
は
な
い
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

イ
タ
リ
ア
で
の
マ
ク
セ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
蜂
起
や
セ
ウ
ェ
ル
ス
と
の
内
戦
へ
の
言
及
は
避
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
弁
論
家
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ

ヌ
ス
が
フ
ァ
ウ
ス
タ
と
の
婚
姻
に
よ
り
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
の
義
理
の
息
子
と
な
っ
た
こ
と
を
称
え
る
一
方
で
、
実
の
息
子
マ
ク
セ
ン
テ
ィ
ウ
ス

の
こ
と
は
完
全
に
視
野
の
外
に
置
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
の
帝
位
復
帰
は
、
マ
ク
セ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
誘
い
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
都
市
ロ
ー
マ
そ
の
も
の
の
願
い
で
あ
る
と
、
こ

の
弁
論
家
は
擬
人
化
し
た
都
市
ロ
ー
マ
に
語
ら
せ
る
。
自
分
［
ロ
ー
マ
］
が
か
き
乱
さ
れ
、
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
が
私
人
と
し
て
生
き
る
の
を
、

自
分
か
ら
は
自
由
が
奪
わ
れ
、
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
は
休
息
を
享
受
し
て
い
る
の
を
、
私
は
い
つ
ま
で
耐
え
れ
ば
よ
い
の
か
。
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス

は
、
以
前
は
兄
弟
［
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
］
か
ら
求
め
ら
れ
て
命
令
を
下
し
た
、
今
は
母
［
都
市
ロ
ー
マ
］
の
命
に
よ
っ
て
再
び
指
揮
権
を
担

　
　
⑦

う
の
だ
、
と
。
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
は
、
神
聖
な
る
母
、
都
市
ロ
ー
マ
の
命
令
に
抗
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
本
意
で
は
な
い
が
そ
れ
に
従
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

国
家
の
夜
警
と
管
理
の
た
め
に
復
帰
し
た
、
と
さ
れ
る
。

　
ま
た
、
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
の
退
位
は
、
年
齢
に
圧
迫
さ
れ
健
康
も
衰
え
て
い
た
た
め
正
当
な
も
の
だ
が
、
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
は
今
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

も
体
力
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
も
な
く
頑
健
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
私
人
と
し
て
の
生
活
に
戻
る
の
は
ふ
さ
わ
し
く
な
か
っ
た
、
と
も
述
べ
る
。
マ

ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
の
帝
位
復
帰
は
、
ロ
ー
マ
が
要
求
す
る
や
む
を
得
ぬ
も
の
、
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
の
功
績
と
健
康
を
考
え
れ
ば
当
然
の
こ
と
と
さ

れ
、
マ
ク
セ
ン
テ
ィ
ウ
ス
や
ガ
レ
リ
ウ
ス
と
い
っ
た
直
接
の
関
係
者
や
敵
対
者
は
完
全
に
無
視
さ
れ
た
状
態
で
弁
明
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
こ
の
作
品
が
献
げ
ら
れ
た
も
う
一
人
の
人
物
、
そ
れ
が
「
生
ま
れ
来
る
皇
帝
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
（
○
。
富
霞
打
目
ω
9
Φ
塁
ぎ
唱
Φ
H
p
§
）
」

で
あ
る
。
三
〇
六
年
七
月
二
五
日
、
彼
の
父
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
が
ヨ
ー
ク
で
没
す
る
と
と
も
に
父
の
軍
隊
に
よ
っ
て
皇
帝
に
宣
せ
ら
れ
た

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
当
初
副
皇
帝
の
地
位
に
甘
ん
じ
て
い
た
が
、
こ
の
結
婚
の
時
点
で
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
に
よ
り
正
皇
帝
の
地
位
を
認

　
　
　
⑪

め
ら
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
義
父
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
だ
皇
帝
と
し
て
即
位
し
て
日
の
浅
い
コ
ン
ス
タ
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ン
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
、
そ
の
正
当
性
を
補
強
す
る
も
の
は
、
一
つ
は
亡
き
父
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
名
声
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
妻
フ
ァ

ウ
ス
タ
の
父
で
あ
る
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
の
権
威
で
あ
っ
た
。
こ
の
演
説
で
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
が
父
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
に
似
て
い

る
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
る
。
自
然
の
女
神
ナ
ー
ト
ゥ
ー
ラ
が
父
親
の
容
貌
を
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
の
顔
に
刻
印
し
た
。
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ヌ
ス
に
は
父
の
容
貌
だ
け
で
な
く
、
節
制
、
勇
気
、
公
正
、
そ
し
て
聡
明
さ
ま
で
も
が
現
れ
て
い
る
、
と
。
そ
も
そ
も
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス

は
、
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
の
義
理
の
娘
テ
オ
ド
ラ
と
結
婚
し
た
義
理
の
息
子
で
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
は
義
理
の
息
子
の
実
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

息
子
を
、
婿
養
子
に
し
た
こ
と
に
も
な
る
。
こ
う
し
て
、
皇
帝
の
家
系
の
結
び
付
き
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ

ス
と
フ
ァ
ウ
ス
タ
の
結
婚
も
、
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
に
よ
り
以
前
か
ら
決
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
こ
の
弁
論
家
は
述
べ
る
。
ア
ク
ィ
レ
イ
ア
の
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

殿
に
は
ま
だ
少
女
で
あ
る
フ
ァ
ウ
ス
タ
が
少
年
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
に
兜
を
与
え
る
と
こ
ろ
を
描
い
た
肖
像
画
が
あ
っ
た
と
も
い
う
。
結
局
、

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
を
自
分
の
家
系
に
受
け
入
れ
る
こ
と
も
、
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
の
采
配
に
帰
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
こ
の
称
賛
演
説
に
お
い
て
最
も
主
要
な
位
置
を
占
め
る
の
は
や
は
り
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
で
あ
る
。
尊
厳
の
点
で
、
年
長
の
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

が
勝
り
、
年
少
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
は
後
に
続
く
。
父
で
あ
る
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
は
、
帝
国
の
頂
点
か
ら
世
界
を
見
渡
し
、
人
間
世
界
の

事
柄
を
定
め
、
戦
争
を
遂
行
す
る
べ
く
命
令
を
与
え
、
和
平
を
調
停
す
る
べ
く
条
項
を
定
め
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
。
若
者
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ

ス
は
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
国
境
線
を
越
え
て
進
軍
し
、
度
重
な
る
勝
利
の
月
桂
冠
を
義
父
の
下
へ
送
り
、
指
示
を
求
め
、
成
果
を
報
告
す
る
の
が

　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

ふ
さ
わ
し
い
。
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
の
主
導
の
下
、
コ
一
人
が
心
を
一
つ
に
し
て
決
定
を
下
し
、
両
者
が
二
人
分
の
兵
力
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
」
、

こ
の
よ
う
に
二
人
の
皇
帝
の
関
係
は
提
示
さ
れ
る
。

（
二
）
　
三
［
○
年
一
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
の
反
乱
を
め
ぐ
る
言
説

三
〇
八
年
二
月
の
カ
ル
ヌ
ン
ト
ゥ
ム
会
議
の
後
、
再
度
退
位
し
ガ
リ
ア
に
戻
っ
て
い
た
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
は
三
一
〇
年
の
春
コ
ン
ス
タ
ン

テ
ィ
ヌ
ス
に
対
し
て
反
乱
を
起
こ
し
た
。
こ
の
称
賛
演
説
の
発
表
は
、
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
の
反
乱
が
収
束
し
た
直
後
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
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⑲め
、
こ
の
反
乱
に
つ
い
て
の
最
初
期
の
記
述
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
こ
の
作
平
は
、
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
が
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス

に
反
乱
を
起
こ
し
、
失
敗
し
て
死
ん
だ
そ
の
直
後
の
ガ
リ
ア
の
空
気
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
こ
の
作
品
は
前
章
で
述
べ

た
、
オ
ー
タ
ン
出
身
で
国
庫
弁
護
宮
の
息
子
を
持
ち
大
勢
の
弟
子
の
成
功
を
誇
っ
て
い
る
人
物
の
も
の
と
同
一
の
作
品
で
あ
る
。

　
こ
の
演
説
に
お
い
て
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
の
祖
先
が
三
世
紀
の
軍
人
皇
帝
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
・
ゴ
テ
ィ
ク
ス
で
あ
る
こ
と
が
表
明
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
。
「
か
の
神
智
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
か
ら
父
祖
の
血
縁
が
あ
な
た
［
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
］
へ
と
注
い
で
い
る
。
」
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
の

家
系
を
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
・
ゴ
テ
ィ
ク
ス
に
結
び
付
け
る
記
述
は
、
こ
の
史
料
が
最
初
で
あ
る
。
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
・
ア
ウ
グ
ス
タ
』
に
は
、
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
を
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
・
ゴ
テ
ィ
ク
ス
の
甥
と
述
べ
る
箇
所
が
あ
る
が
、
同
書
が
本
当
に
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
存
命
中

に
書
か
れ
た
と
．
考
え
る
理
由
は
な
く
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
一
族
の
出
自
伝
説
が
旛
奥
し
て
後
の
記
述
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
マ
ク
シ
ミ

ア
ヌ
ス
の
反
乱
と
そ
の
死
の
直
後
と
い
う
段
階
で
、
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
・
ゴ
テ
ィ
ク
ス
の
血
統
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
は
お
そ
ら
く
偶
然
で
は

な
い
。
こ
れ
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
と
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
と
の
問
に
距
離
を
設
け
る
た
め
の
試
み
で
あ
ろ
う
。

　
上
述
の
三
〇
七
年
の
称
賛
演
説
で
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
と
並
ん
で
、
む
し
ろ
そ
れ
以
上
に
称
賛
の
対
象
だ
っ
た
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
が
、

こ
の
三
一
〇
年
の
演
説
で
は
非
難
す
べ
き
対
象
へ
と
急
変
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
の
反
乱
と
そ
の
死
は
当
時
の
ト
リ
ア
宮

廷
に
大
き
な
動
揺
を
も
た
ら
し
た
だ
ろ
う
。
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
の
娘
フ
ァ
ウ
ス
タ
が
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
の
妻
で
あ
る
事
実
は
動
か
し
が
た

く
、
イ
タ
リ
ア
に
は
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
の
実
の
息
子
で
あ
る
マ
ク
セ
ン
テ
ィ
ウ
ス
が
い
る
。
な
に
よ
り
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
は
二
八
五
年
か
ら
コ

ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
が
副
皇
帝
に
な
っ
た
二
九
三
年
ま
で
ガ
リ
ア
に
滞
在
し
て
い
た
。
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
は
以
前
か
ら
の
権
威
を
ガ
リ
ア
人
の

問
で
保
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
マ
ク
セ
ン
テ
ィ
ウ
ス
と
の
関
係
が
こ
じ
れ
た
時
イ
タ
リ
ア
か
ら
追
い
出
さ
れ
は
し
た
も
の
の
、
そ
の
直
前
、

少
な
く
と
も
マ
ク
セ
ン
テ
ィ
ウ
ス
を
討
伐
し
に
セ
ウ
ェ
ル
ス
が
イ
タ
リ
ア
へ
や
っ
て
来
た
時
、
セ
ウ
ェ
ル
ス
の
兵
士
た
ち
が
元
皇
帝
で
あ
る
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
従
い
セ
ウ
ェ
ル
ス
を
見
捨
て
る
程
度
に
は
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
に
権
威
が
あ
っ
た
。
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
が
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
を
受
け
入
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
の
も
、
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
が
ま
だ
保
っ
て
い
た
西
方
で
の
権
威
と
名
声
を
当
て
に
し
て
い
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
カ
ル
ヌ
ン
ト
ゥ
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ム
会
議
で
再
度
の
退
位
を
迫
ら
れ
た
と
い
っ
て
も
、
ガ
リ
ア
人
の
間
で
も
ま
だ
＝
疋
の
信
望
を
維
持
し
て
い
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
特
に
、

マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
と
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
二
人
が
ガ
リ
ア
で
皇
帝
を
し
て
い
た
約
二
十
年
の
間
に
ト
リ
ア
宮
廷
を
中
心
と
し
て
形
成
さ
れ

た
行
政
・
軍
事
組
織
、
そ
し
て
そ
れ
を
担
う
人
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
は
継
承
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
コ
ン
ス
タ

ン
テ
ィ
ウ
ス
の
息
子
で
あ
る
と
は
い
え
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
は
西
方
を
訪
れ
て
ま
だ
五
年
し
か
経
っ
て
い
な
い
。
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス

の
即
位
ま
で
に
、
ト
リ
ア
宮
廷
の
内
部
で
も
世
代
交
代
が
進
ん
で
い
た
だ
ろ
う
が
、
も
と
も
と
東
方
で
軍
人
と
し
て
過
ご
し
て
い
た
コ
ン
ス
タ

ン
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
、
彼
自
身
の
手
に
よ
る
薪
た
な
廷
臣
団
は
ま
だ
完
全
に
は
形
成
さ
れ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
宮
廷
の
元
官
吏

で
あ
る
こ
の
三
一
〇
年
の
オ
ー
タ
ン
人
弁
論
家
の
よ
う
に
、
四
分
治
制
時
代
に
官
吏
と
し
て
第
一
線
に
い
た
人
物
に
と
っ
て
は
、
当
時
の
空
気

は
居
心
地
の
悪
い
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
弁
論
家
が
言
う
よ
う
に
、
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
の
反
乱
は
扱
い
づ
ら
い
「
深
い
傷

　
　
　
　
　
　
　
⑳

（
℃
H
。
甘
鼠
窪
巳
・
器
）
」
だ
っ
た
の
だ
。
こ
の
三
一
〇
年
の
弁
論
家
、
オ
ー
タ
ン
人
で
か
つ
て
の
宮
廷
官
吏
は
、
ど
の
よ
う
に
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ

ス
の
反
乱
を
記
述
し
て
い
る
の
か
。

　
全
般
的
に
、
肝
心
な
箇
所
、
扱
い
に
く
い
箇
所
で
は
表
現
を
曖
昧
に
す
る
傾
向
が
あ
る
が
、
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
の
反
乱
を
述
べ
る
に
あ
た
っ

て
、
こ
の
弁
論
家
は
、
以
下
の
よ
う
に
、
躇
躇
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
態
度
を
示
す
。
ど
う
語
る
べ
き
な
の
か
、
今
で
も
非
常
に
た
め
ら
っ
て

い
る
。
た
と
え
反
旗
を
翻
し
た
と
い
っ
て
も
、
今
で
も
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
に
敬
意
を
払
う
よ
う
に
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
の
配
慮
が
強
い
て

　
　
　
　
　
　
　
⑳

い
る
の
だ
か
ら
、
と
。
カ
ル
ヌ
ン
ト
ゥ
ム
の
会
議
後
、
再
び
退
位
し
て
か
ら
も
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
か
ら
尊
重
さ
れ
て
い
た
の
に
、
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

以
上
何
を
欲
し
て
内
乱
を
招
い
た
と
い
う
の
か
。
年
齢
ゆ
え
に
分
別
を
な
く
し
て
逸
脱
に
走
っ
た
の
か
、
と
。

　
三
一
〇
年
の
称
賛
演
説
が
語
る
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
反
乱
の
経
過
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
は
、
宿
駅
所
の
糧
食
を

使
い
果
た
し
な
が
ら
故
意
に
旅
程
を
遅
ら
せ
、
ア
ル
ル
（
古
名
ア
レ
ラ
ー
テ
）
で
再
度
緋
衣
を
纏
っ
た
。
そ
し
て
軍
隊
に
書
簡
を
送
り
、
兵
士
ら

を
買
収
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
兵
士
た
ち
は
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
の
約
束
し
た
贈
り
物
や
名
誉
よ
り
も
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
を
優
先
し

⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
。
こ
こ
で
、
兵
士
た
ち
の
示
し
た
分
別
と
、
そ
の
兵
士
た
ち
が
従
う
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
の
美
徳
と
が
し
ば
ら
く
述
べ
ら
れ
る
が
、
結
局
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マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
と
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
が
マ
ル
セ
イ
ユ
（
古
名
マ
ッ
シ
リ
ア
）
で
交
戦
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
弁
論
家
に
よ
る
弁
明
と
も
い

え
る
描
写
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
マ
ル
セ
イ
ユ
で
籠
城
す
る
だ
け
の
兵
士
は
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
に
加
担
し
た
と
想
定
さ
れ
る
。
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ヌ
ス
の
軍
は
ラ
イ
ン
川
流
域
を
離
れ
、
ソ
ー
ヌ
川
と
ロ
ー
ヌ
川
を
船
で
進
ん
で
ア
ル
ル
へ
向
か
っ
た
。
そ
の
間
に
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
は
ア
ル
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
離
れ
、
マ
ル
セ
イ
ユ
に
立
て
籠
も
っ
た
。
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
少
な
く
と
も
一
度
は
マ
ル
セ
イ
ユ
に
突
撃
を
か
け
た
。
し
か
し
、
相

手
方
の
兵
士
た
ち
が
後
悔
の
念
か
ら
自
発
的
に
容
赦
を
求
め
て
く
る
よ
う
に
配
慮
し
、
ま
た
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
に
対
し
て
思
い
止
ま
っ
た
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

一
旦
後
退
命
令
を
出
し
た
。
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そ
の
よ
う
に
、
あ
な
た
［
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
］
の
敬
度
に
関
わ
る
限
り
、
皇
帝
よ
、
あ
な
た
は
彼
［
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
］
と
彼
が
迎
え
入
れ
た
者
全

て
を
救
済
し
た
の
で
す
。
だ
れ
で
あ
れ
あ
な
た
の
好
意
に
与
る
こ
と
を
望
ま
ず
、
自
分
が
生
き
る
に
値
し
な
い
と
判
断
し
た
者
は
、
そ
れ
は
自
ら
の
責
任

だ
と
す
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
な
ら
あ
な
た
の
お
か
げ
で
彼
は
生
き
な
が
ら
え
る
こ
と
も
で
き
た
の
だ
か
ら
。
あ
な
た
の
良
心
に
は
そ
れ
で
十
分
な
の

で
す
が
、
あ
な
た
は
そ
れ
に
値
し
な
い
者
た
ち
で
も
許
し
た
の
で
す
。
で
す
が
、
こ
う
言
う
の
を
お
許
し
く
だ
さ
い
、
あ
な
た
は
全
能
で
は
な
い
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

あ
な
た
は
不
本
意
で
も
、
神
々
は
あ
な
た
の
た
め
に
罰
を
下
す
の
で
す
。
（
凄
弊
ト
ミ
．
①
（
刈
）
邸
O
・
ω
ム
■
）

　
こ
の
よ
う
な
判
然
と
し
な
い
結
末
で
も
っ
て
、
称
賛
演
説
に
お
け
る
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
の
反
乱
は
終
息
す
る
。
マ
ル
セ
イ
ユ
の
攻
囲
戦
か
ら

マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
の
死
に
至
る
ま
で
の
経
過
は
こ
の
称
賛
演
説
か
ら
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
と
に
か
く
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
の
死
は
本
人
の
責

任
で
あ
る
と
い
う
だ
け
だ
。

　
こ
こ
で
比
較
す
る
べ
き
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
ラ
ク
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
伝
え
る
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
の
反
乱
の
経
過
で
あ
る
。
四
世
紀
初
頭
に
起
こ

っ
た
大
迫
害
の
目
撃
者
で
あ
る
ラ
ク
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
は
、
た
と
え
そ
の
叙
述
が
迫
害
皇
帝
で
あ
る
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
や
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ

ス
に
対
し
て
敵
対
的
で
あ
っ
て
も
、
バ
ネ
ギ
ュ
リ
ク
ス
同
様
、
当
該
時
期
に
関
す
る
数
少
な
い
同
時
代
人
の
証
言
者
で
あ
る
の
だ
か
ら
。
ラ
ク

タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
は
次
の
よ
う
に
記
述
す
る
。
フ
ラ
ン
ク
族
が
武
器
を
手
に
取
っ
た
時
、
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
が
少
数
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の
兵
士
だ
け
を
率
い
て
向
か
う
よ
う
に
仕
向
け
た
。
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
が
敵
地
に
入
る
ま
で
数
日
待
ち
、
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
は
突
然
緋
衣

を
纏
い
、
宝
物
庫
に
押
し
入
る
と
贈
与
を
行
っ
た
。
し
か
し
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
が
驚
く
べ
き
速
さ
で
引
き
返
し
て
き
た
の
で
、
準
備
が

間
に
合
わ
ず
不
意
を
突
か
れ
、
兵
士
た
ち
は
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
の
下
に
戻
っ
た
。
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
は
マ
ル
セ
イ
ユ
を
奪
取
し
た
。
市
壁

の
上
に
立
つ
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
と
そ
こ
に
近
づ
く
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
と
の
間
で
言
葉
の
応
酬
が
な
さ
れ
て
い
る
時
、
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
の

背
後
で
門
が
開
か
れ
、
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
は
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
に
つ
き
だ
さ
れ
た
。
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
は
そ
の
緋
衣
を
剥
ぎ
、
叱
責

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

を
し
て
か
ら
、
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
の
助
命
を
認
め
た
。

　
マ
ル
セ
イ
ユ
で
の
事
件
の
後
、
再
度
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
が
陰
謀
を
企
て
た
こ
と
を
ラ
ク
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
は
伝
え
る
。
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
は
コ

ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
を
寝
所
で
殺
害
す
る
た
め
に
、
娘
フ
ァ
ウ
ス
タ
を
呼
び
出
し
、
協
力
を
迫
っ
た
。
フ
ァ
ウ
ス
タ
は
夫
に
そ
の
こ
と
を
伝
え

た
の
で
、
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
は
身
代
わ
り
の
寅
官
を
殺
し
た
と
こ
ろ
で
捕
ら
え
ら
れ
た
。
三
一
〇
年
の
演
説
で
は
フ
ァ
ウ
ス
タ
へ
の
雷
及
は
一

切
な
さ
れ
て
い
な
い
。
結
局
、
ど
の
よ
う
な
死
を
迎
え
る
か
を
選
ぶ
権
利
が
与
え
ら
れ
、
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
は
「
無
惨
な
死
を
も
た
ら
す
括
り

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

縄
を
高
い
梁
に
結
ん
だ
」
と
、
ラ
ク
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
は
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
を
引
き
な
が
ら
述
べ
る
。

　
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
が
二
度
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
に
陰
謀
を
企
て
た
と
い
う
叙
述
は
ラ
ク
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
み
で
あ
る
。
ラ
ク
タ
ン
テ
ィ
ウ

ス
と
バ
ネ
ギ
ュ
リ
ク
ス
、
こ
れ
ら
二
つ
以
外
の
史
料
で
は
い
ず
れ
も
短
い
記
述
し
か
な
い
が
、
他
史
料
の
叙
述
は
以
下
の
二
種
類
に
分
け
ら
れ

る
。
一
つ
は
、
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
は
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
を
殺
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
露
見
し
た
の
で
、
死
を
迎
え
た
と
い
う
簡
略
な
も

⑯の
。
も
う
一
つ
は
、
フ
ァ
ウ
ス
タ
の
通
報
に
よ
り
陰
謀
が
露
呈
し
た
の
で
失
敗
し
た
と
、
フ
ァ
ウ
ス
タ
の
関
与
を
伝
え
る
が
、
二
段
階
の
陰
謀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

に
は
言
及
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ガ
リ
ア
人
弁
論
家
の
当
惑
も
、
ラ
ク
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
あ
る
種
過
剰
な
筆
致
も
、
後
代
に

は
消
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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（
三
）
　
三
＝
二
年
お
よ
び
そ
れ
以
後
一
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
死
後
の
評
価
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三
一
三
年
の
称
賛
演
説
の
主
題
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
る
イ
タ
リ
ア
遠
征
と
マ
ク
セ
ン
テ
ィ
ウ
ス
に
対
す
る
勝
利
で
あ
り
、
そ
の

成
果
を
ト
リ
ア
で
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
マ
ク
セ
ン
テ
ィ
ウ
ス
は
暴
君
と
し
て
非
難
さ
れ
る
。
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ

ス
に
は
、
敬
譲
と
寛
容
、
貞
節
、
神
聖
な
規
律
が
備
わ
り
、
護
訴
を
廃
止
し
、
密
告
を
禁
じ
、
殺
人
者
の
血
で
さ
え
も
救
っ
た
。
そ
れ
に
引
き

換
え
、
マ
ク
セ
ン
テ
ィ
ウ
ス
に
は
不
信
心
と
残
酷
さ
、
情
欲
、
迷
信
的
な
悪
行
が
備
わ
り
、
神
殿
を
略
奪
し
、
元
老
院
を
殺
溶
し
、
飢
え
に
よ

っ
て
ロ
ー
マ
の
民
衆
を
殺
し
た
。
し
か
し
、
マ
ク
セ
ン
テ
ィ
ウ
ス
が
言
葉
の
限
り
非
難
を
受
け
る
そ
の
一
方
で
、
こ
の
演
説
に
お
い
て
は
マ
ク

セ
ン
テ
ィ
ウ
ス
と
そ
の
実
父
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
の
血
縁
関
係
を
否
定
し
、
両
者
を
引
き
離
そ
う
と
い
う
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
の
が
注
目
に
値

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

す
る
。
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
は
マ
ク
セ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
父
親
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
が
、
実
は
マ
ク
セ
ン
テ
ィ
ウ
ス
は
「
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
の
取
替

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

え
子
（
。
・
巷
唱
・
ω
一
義
ω
奇
特
×
ぎ
一
鎚
一
）
」
で
あ
る
、
と
。
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
情
報
を
与
え
て
く
れ
る
別
の
史

料
が
、
ア
ノ
ニ
ュ
ム
ス
・
ウ
ァ
レ
シ
ア
ヌ
ス
（
ぎ
。
曙
ヨ
暴
く
鞍
も
・
貯
霊
ω
）
と
『
皇
帝
略
記
（
§
§
§
譜
9
§
註
ぎ
恥
）
』
で
あ
る
。
前
者
に
よ
る

と
、
ミ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
橋
の
戦
い
で
マ
ク
セ
ン
テ
ィ
ウ
ス
が
溺
死
し
た
後
、
マ
ク
セ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
母
エ
ウ
ト
ロ
ピ
ア
は
そ
の
息
子
マ
ク
セ
ン
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

イ
ウ
ス
の
出
自
を
問
わ
れ
、
と
あ
る
シ
リ
ア
人
男
性
と
の
問
に
生
ま
れ
た
子
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
と
あ
る
。
そ
し
て
後
者
に
よ
れ
ば
、
シ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ア
人
で
あ
る
エ
ウ
ト
ロ
ピ
ア
は
夫
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
を
欺
き
、
マ
ク
セ
ン
テ
ィ
ウ
ス
を
「
取
替
え
子
」
に
し
た
と
人
々
は
伝
え
て
い
る
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
三
一
三
年
の
弁
論
家
も
、
マ
ク
セ
ン
テ
ィ
ウ
ス
に
は
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
と
の
血
の
つ
な
が
り
が
な
い
こ
と
を
伝
え
て

い
る
と
み
な
し
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
ラ
ク
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
に
は
こ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
。
ま
た
、
こ
の
三
＝
二
年
の
演
説
の
後
、
三
二
一

年
の
ナ
ザ
リ
ウ
ス
に
よ
る
演
説
で
は
、
三
一
三
年
の
演
説
同
様
に
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
の
イ
タ
リ
ア
遠
征
と
マ
ク
セ
ン
テ
ィ
ウ
ス
へ
の
勝

利
と
が
主
題
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
は
登
場
し
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
ナ
ザ
リ
ウ
ス
の
演
説
に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
暴
君
と
し
て
の
マ
ク
セ
ン
テ
ィ
ウ
ス
像
は
定
着
し
た
が
、
そ
れ
と
は
逆
に
、
マ
ク
シ
ミ
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ア
ヌ
ス
に
関
し
て
は
そ
の
間
に
名
誉
回
復
が
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
三
一
五
年
に
ロ
ー
マ
元
老
院
が
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
に
捧
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

た
凱
旋
門
に
は
、
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
を
描
い
た
像
が
登
場
す
る
。
そ
し
て
、
三
｝
七
／
八
年
に
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
の
側
で
発
行
さ
れ
た
貨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

幣
に
は
、
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
と
並
ん
で
「
神
君
（
臼
く
蕊
）
」
と
な
っ
た
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
が
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
マ
ク
セ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
死
後
、
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
に
関
し
て
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
宮
廷
の
側
で
な
ん
ら
か
の
情
報
操
作

が
行
わ
れ
、
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
と
マ
ク
セ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
血
縁
は
切
り
離
さ
れ
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
の
発
す
る
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
次
元
に

お
い
て
は
、
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
の
死
後
の
名
誉
は
回
復
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
よ
り
後
代
の
史
料
記
述
を
見
る
限
り
、

こ
の
宮
廷
側
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
は
機
能
し
た
と
し
て
も
同
時
代
に
限
ら
れ
た
も
の
で
、
後
世
に
伝
わ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
ア
ノ
ニ
ュ
ム
ス
・
ウ
ァ
レ
シ
ア
ヌ
ス
と
騨
皇
帝
略
記
』
に
そ
の
痕
跡
が
見
ら
れ
る
程
度
で
し
か
な
い
。

（
四
）
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
担
い
手
と
受
け
取
り
手

　
こ
れ
ま
で
、
四
世
紀
初
め
に
成
立
し
た
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
側
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
、
特
に
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
と
の
関
係
に
焦
点
を
当
て
た

そ
れ
を
辿
っ
て
き
た
。
以
下
で
は
、
そ
の
よ
う
な
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
担
い
手
と
受
け
取
り
手
に
注
目
し
、
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
発
信
と
受
容
の
問

題
に
迫
っ
て
み
た
い
。

　
ガ
リ
ア
人
弁
論
家
た
ち
が
ト
リ
ア
宮
廷
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
デ
ィ
ス
ト
だ
っ
た
こ
と
は
一
見
疑
い
の
余
地
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
前
章
で
述

べ
た
よ
う
に
、
三
一
〇
年
の
演
説
家
は
元
宮
廷
官
吏
で
あ
り
、
彼
の
息
子
一
人
と
弟
子
た
ち
の
何
人
か
は
同
じ
よ
う
に
皇
帝
の
近
辺
で
職
務
を

果
た
し
て
い
る
。
ま
た
他
の
作
者
の
内
、
二
九
七
年
の
弁
論
家
も
か
つ
て
は
宮
廷
の
役
人
で
あ
り
、
二
九
八
年
の
エ
ウ
メ
ニ
ウ
ス
は
不
起
薬
局

　
　
　
　
⑯

長
官
で
あ
る
。
三
〇
〇
年
前
後
馬
の
ガ
リ
ア
人
弁
論
家
た
ち
が
ト
リ
ア
宮
廷
の
皇
帝
た
ち
と
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
を
持
っ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。

そ
れ
で
は
、
彼
ら
は
た
だ
皇
帝
の
意
向
に
従
い
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
垂
れ
流
す
だ
け
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
そ
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を

発
信
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
弁
論
家
が
、
ま
さ
に
ガ
リ
ア
人
で
あ
る
と
い
う
点
に
注
目
し
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
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二
八
九
年
か
ら
三
一
三
年
に
か
け
て
称
賛
演
説
を
作
成
し
て
き
た
ガ
リ
ア
人
弁
論
家
た
ち
は
、
彼
ら
の
住
ま
う
ガ
リ
ア
へ
の
関
心
が
強
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

特
に
オ
ー
タ
ン
出
身
の
弁
論
得
た
ち
は
、
自
ら
の
故
郷
の
利
害
を
代
弁
し
て
い
る
。
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
担
い
手
は
ガ
リ
ア
に
ゆ
か
り
の
あ
る
人

物
で
あ
る
が
、
で
は
受
け
取
り
手
は
だ
れ
な
の
か
。

　
こ
れ
ら
の
演
説
は
、
演
説
と
い
う
形
を
取
っ
て
い
る
以
上
、
元
は
人
前
で
読
ま
れ
た
可
能
性
と
、
そ
の
際
に
及
ぼ
す
影
響
と
を
考
慮
せ
ね
ば

な
ら
な
い
。
演
説
発
表
の
場
に
居
合
わ
せ
た
者
、
そ
れ
が
直
接
の
受
け
取
り
手
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ

る
オ
ー
タ
ン
へ
の
免
税
措
置
に
感
謝
を
述
べ
る
三
一
二
年
の
演
説
の
作
老
は
、
演
説
発
表
の
場
に
皇
帝
、
廷
臣
、
宮
廷
宮
吏
、
そ
し
て
周
囲
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

町
々
か
ら
派
遣
さ
れ
て
き
た
代
表
者
や
嘆
願
者
が
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
れ
以
外
の
演
説
の
場
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
可
能
性

は
高
い
。
従
っ
て
、
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
第
一
の
受
け
取
り
手
は
、
皇
帝
自
身
、
役
人
、
そ
し
て
ガ
リ
ア
人
の
名
士
た
ち
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。

　
こ
こ
で
、
称
賛
演
説
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
の
性
格
を
思
い
出
し
て
お
こ
う
。
称
賛
演
説
は
見
世
物
と
し
て
の
要
素
が
強
い
演
示
弁
論
で
あ

る
が
、
聴
衆
に
対
し
て
特
定
の
意
見
・
価
値
観
へ
の
同
意
や
共
鳴
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
は
あ
る
。
議
会
弁
論
や
法
廷
弁
論
と
は
異
な
り
、
演

示
弁
論
は
即
座
に
な
ん
ら
か
の
選
択
を
聴
衆
に
要
求
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
聴
衆
の
感
情
や
一
体
感
に
訴
え
か
け
る
こ
と
で
意
見
を
特
定
の

方
向
へ
誘
導
す
る
と
い
う
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
異
論
を
招
く
も
の
、
聴
衆
の
間
に
亀
裂
を
生
む
よ
う
な
ト
ピ
ッ
ク
は
排
除
さ
れ

⑲る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
称
賛
演
説
も
、
そ
こ
で
提
示
さ
れ
る
事
柄
に
関
し
て
聴
衆
の
意
見
の
一
致
や
共
鳴
を
促
す
も
の
と
み
な
す
こ
と

が
で
き
る
。

　
こ
の
点
に
留
意
し
て
、
ガ
リ
ア
で
の
称
賛
演
説
の
機
能
を
考
え
て
み
よ
う
。
ま
ず
演
説
の
内
容
は
、
式
典
の
場
に
ふ
さ
わ
し
く
、
称
賛
演
説

の
聴
き
手
で
あ
る
、
皇
帝
、
官
吏
、
ガ
リ
ア
人
、
以
上
三
者
に
と
っ
て
受
容
で
き
る
も
の
、
少
な
く
と
も
明
確
な
拒
否
を
引
き
起
こ
さ
な
い
程

度
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
へ
の
態
度
の
変
化
も
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
宮
廷
の
意
向
の
反
映
で
あ
る
と
同
時
に
、

ガ
リ
ア
に
お
い
て
受
け
容
れ
ら
れ
る
次
元
の
も
の
に
設
定
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
　
族
の
出
自
に
し
て
も
、
マ
ク

シ
ミ
ア
ヌ
ス
と
マ
ク
セ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
血
縁
の
こ
と
も
、
た
と
え
そ
れ
ら
が
虚
偽
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
演
説
発
表
の
場
で
は
だ
れ
も
が
受
け
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容
れ
ら
れ
る
も
の
、
言
わ
ば
「
同
意
さ
れ
た
嘘
」
と
し
て
提
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
称
賛
演
説
発
表
の
場
は
政
策
に
関
わ
る

次
元
で
の
同
意
の
形
成
、
あ
る
い
は
同
意
が
形
成
さ
れ
た
事
を
確
認
す
る
た
め
の
機
会
と
い
え
る
。
こ
の
意
味
で
、
彼
ら
は
プ
ロ
パ
ガ
ン
デ
イ

ス
ト
で
あ
る
。
当
時
の
ト
リ
ア
宮
廷
周
辺
に
お
い
て
は
、
ラ
ク
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
と
は
違
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
対
し
て
配
慮
す
る
必
要
は
な

か
っ
た
。
そ
し
て
、
ガ
リ
ア
に
ゆ
か
り
の
深
い
皇
帝
と
し
て
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
の
妻
フ
ァ
ウ
ス
タ
の
父
と
し
て
、
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
へ

の
批
判
は
曖
昧
な
も
の
で
す
ま
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
言
説
は
宮
廷
の
意
向
の
反
映
で
あ
る
と
同
時
に
、
ガ
リ
ア
人
と
い
う

聴
き
手
を
意
識
し
た
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
で
も
あ
る
。

　
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て
の
機
能
を
最
初
か
ら
付
与
さ
れ
た
文
書
を
史
料
と
し
て
み
る
場
合
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ

が
発
信
さ
れ
た
時
点
・
場
所
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
時
点
と
場
所
と
を
、
つ
ま
り
当

初
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
一
旦
離
れ
る
と
、
そ
の
本
来
の
機
能
と
意
味
は
失
わ
れ
、
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
中
身
は
簡
略
化
さ
れ
た
形
で
残
る
か
、
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
は
消
失
す
る
。
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
は
生
来
思
慮
分
別
を
欠
い
た
人
間
と
し
て
伝
わ
り
、
彼
の
反
乱
の
経
過
も
簡
素
に
な
り
、
貨
幣
と
い
う
別

の
伝
達
手
段
に
よ
っ
て
い
く
ら
か
広
め
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
件
当
時
の
ガ
リ
ア
で
の
微
妙
な
空
気
は
叙
述
か
ら
消
え
た
。
マ
ク
セ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

テ
ィ
ウ
ス
に
は
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
と
の
血
の
つ
な
が
り
が
な
い
と
い
う
主
張
も
、
一
部
の
史
料
を
除
い
て
痕
跡
を
消
し
た
。
し
か
し
、
ガ
リ
ア

の
弁
論
家
た
ち
の
活
動
は
、
ま
さ
に
政
治
的
事
件
と
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
形
成
・
変
化
が
進
行
し
て
い
る
さ
ま
を
垣
間
見
せ
て
く
れ
る
し
、
ガ
リ

ア
人
と
ト
リ
ア
宮
廷
の
深
い
結
び
付
き
が
存
在
し
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

　
①
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
か
ら
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
の
時
代
に
か
け
て
の
ク
　

⑥
き
霜
・
ト
ミ
刈
（
①
二
ρ
ω
｛
．

　
ロ
ノ
ロ
ジ
…
に
関
し
て
は
、
各
研
究
者
間
で
見
解
が
異
な
り
非
常
に
錯
綜
し
て
い

　
る
の
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
便
宜
的
に
β
U
■
b
ヴ
p
旨
Φ
ρ
愚
．
ミ
に
従
う
。

②
ぎ
鐸
導
二
〇
（
b
σ
）
ド
餅

③
建
昌
』
真
。
。
（
蒔
ζ
ω
．
ω
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④
　
ピ
四
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磐
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h
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⑬
奪
鼻
ω
「
ω
』
．
卜
、
■

⑭
き
算
9
甲
㎝
■
こ
の
肖
像
癒
の
真
偽
の
ほ
ど
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
弁
論
家
も
、

　
そ
の
肖
像
画
を
見
た
（
＜
熱
）
と
は
言
わ
ず
、
肖
像
画
の
存
在
を
聞
い
て
知
っ
て
い

　
る
（
霊
象
。
）
と
述
べ
て
い
る
。
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に
傾
き
が
ち
な
男
で
、
不
誠
実
に
し
て
無
慈
悲
、
市
民
的
な
性
質
か
ら
は
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縁
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り
　
に

テトラルキァ時代ガリアにおける弁論家と皇帝（西村）

　
本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
、
三
〇
〇
年
前
後
喜
の
オ
ー
タ
ン
を
中
心
と
す
る
ガ
リ
ア
の
弁
論
家
と
宮
廷
と
の
関
係
を
論
述
し
て
き
た
。
第
二
章
に

お
い
て
、
当
該
時
期
の
ガ
リ
ア
人
、
特
に
宿
毛
タ
ン
出
身
者
が
ト
リ
ア
宮
廷
と
友
好
的
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
が
、
こ
こ
で
、
第
二

章
の
末
尾
で
浮
か
び
上
が
っ
た
問
題
、
な
ぜ
こ
の
友
好
的
な
関
係
が
途
絶
え
た
の
か
、
こ
の
点
に
再
び
戻
ろ
う
。

　
第
三
章
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
彼
ら
は
四
分
治
制
時
代
の
皇
帝
と
縁
の
あ
る
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
は
前
政
権
と
結
び
付
い

た
弁
論
家
で
あ
っ
た
。
三
〇
七
年
お
よ
び
三
一
〇
年
の
演
説
か
ら
、
退
位
後
も
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
の
存
在
感
が
ガ
リ
ア
で
は
強
か
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
父
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
か
ら
統
治
機
構
を
受
け
継
ぎ
、
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
の
娘
フ
ァ
ウ
ス
タ
を
妻
と
し
、
ま
た
そ
の
息
子
マ
ク
セ

ン
テ
ィ
ウ
ス
を
ラ
イ
ヴ
ァ
ル
と
し
て
い
た
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
当
時
は
こ
の
点
に
配
慮
し
て
い
た
。
し
か
し
、
マ
ク
セ
ン
テ
ィ
ウ
ス
が

敗
北
し
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
が
東
へ
と
動
き
出
す
頃
に
は
、
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
や
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
四
分
治
制
時
代
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
や
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
は
、
記
憶
か
ら
も
、
現
実
に
進
行
し
て
い
る
政
治
の
舞
台
か
ら
も
、
徐
々
に
消
え
て
い
っ
た
。
皇
帝
が
移
動
す
る
と
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

れ
ま
で
の
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
が
容
易
に
途
絶
す
る
こ
と
は
、
後
代
の
ア
ウ
ソ
ニ
ウ
ス
の
例
か
ら
も
わ
か
る
。
か
つ
て
ガ
リ
ア
人
が
皇
帝
マ
ク
シ
ミ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ア
ヌ
ス
を
ガ
リ
ア
に
求
め
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
三
二
～
年
の
ナ
ザ
リ
ウ
ス
が
語
る
と
こ
ろ
で
は
、
ガ
リ
ア
人
は
今
ク
リ
ス
プ
ス
を
求
め
て
い

③る
。
皇
帝
を
自
分
た
ち
の
地
方
に
呼
び
求
め
る
行
為
に
変
わ
り
は
な
い
の
だ
が
、
既
に
別
の
時
代
に
移
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
オ
ー
タ
ン
人
た

ち
は
四
分
治
制
時
代
の
政
治
体
制
と
結
び
付
き
過
ぎ
て
い
た
。
オ
ー
タ
ン
と
ト
リ
ア
宮
廷
と
の
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
も
あ
る
意
味
で
四
分
治
制
の
副

産
物
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
皇
帝
に
ま
つ
わ
る
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
同
様
に
、
オ
ー
タ
ン
人
弁
論
家
の
活
動
の
基
盤
も
四
分
治
制
と
い
う
政
治
的

文
脈
か
ら
離
れ
る
と
機
能
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
確
か
に
こ
れ
は
オ
ー
タ
ン
人
ら
に
と
っ
て
の
限
界
と
言
え
よ
う
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
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な
活
動
は
オ
ー
タ
ン
人
の
み
に
許
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
か
。
史
料
状
況
か
ら
は
、
同
時
期
に
他
の
皇
帝
の
下
で
も
同
じ
よ
う
な
現
象
が
起
こ
っ

た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
ガ
リ
ア
の
オ
ー
タ
ン
の
事
例
が
例
外
的
で
特
殊
な
も
の
と
は
や
は
り
考
え
に
く
い
。
古
代
末
期
は
称

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

賛
演
説
の
「
黄
金
時
代
」
で
あ
る
。
帝
政
後
期
に
レ
ト
リ
ッ
ク
教
養
が
重
要
性
を
持
っ
た
こ
と
か
ら
、
同
じ
よ
う
な
活
動
が
他
で
も
実
践
さ
れ

て
い
た
可
能
性
は
古
同
い
。

　
本
稿
で
示
し
た
よ
う
に
、
称
賛
演
説
は
単
に
皇
帝
側
の
意
向
を
公
示
す
る
の
み
な
ら
ず
、
聴
衆
全
体
の
同
意
を
醸
成
す
る
よ
う
な
、
社
会
的

な
作
用
を
潜
在
的
に
有
し
て
い
る
。
称
賛
演
説
は
、
皇
帝
の
存
在
抜
き
に
は
成
立
し
な
い
が
、
皇
帝
だ
け
を
表
出
す
る
も
の
で
も
な
い
。
こ
こ

で
の
弁
論
家
は
、
弁
論
の
背
後
に
い
る
聴
衆
全
体
に
と
っ
て
の
媒
介
者
で
あ
る
。
単
に
皇
帝
の
意
に
従
う
の
で
は
な
く
、
帝
国
運
営
を
支
え
る

者
た
ち
の
利
害
と
皇
帝
と
を
結
び
付
け
て
公
に
提
示
す
る
、
こ
れ
が
称
賛
演
説
に
お
け
る
レ
ト
リ
ッ
ク
の
役
割
で
あ
る
。
宮
廷
が
各
地
に
置
か

れ
皇
帝
権
力
が
分
散
す
る
こ
の
時
期
に
、
こ
の
種
の
レ
ト
リ
ッ
ク
が
前
面
に
出
て
く
る
の
は
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。
レ
ト
リ
ッ
ク
の
史
料
を
読

み
解
け
ば
、
東
西
分
裂
へ
至
る
過
渡
期
の
帝
国
運
営
に
お
け
る
、
政
治
的
決
定
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
筆
者
は
考
え
て

い
る
。
当
然
、
他
の
事
例
、
特
に
東
西
で
の
相
違
と
類
似
に
つ
い
て
研
究
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
他
日
を
期
し
た
い
。
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and　the　individual　assemblages　become　uniform．　The　entire　and　individuai　assemb－

lages　begin　to　resemble　one　another．　At　phase　IV　the　tendency　grows　more　pro－

nounced．　The　number　of　shapes　included　in　the　entire　assemblage　dtmshes

more，　and　individual　assemblages　are　standardized．　The　entire　and　individual

assemblages　closely　resemble　one　another．　ln　short，　in　spite　of　the　introduction　of

new　arrowhead　shapes　at　each　stage，　the　number　of　shapes　gradually　diminishes．

The　changes　in　shapes　and　assemblages　occurred　at　the　time　approaching　the　uni－

formity　of　phase　IV．　Consequently，　arrowhead　style　had　been　standardized　since

the　early　f（）urth　cen加ry（phase　II）．　For　this　reason　I宅穎nk　that　until　the　beginn血9

0f　the　fourth　century　（phase　1）　the　manufacturing　system　varied　and　distribution

system　was　limited．　Then，　the　manufactu血g　system　had　been　united　and　the　dis－

tribueion　system　spread　its　boundaries　step　by　step　from　the　early　fourth　century

（phase　II）．

　　The　unity　of　manufacturing　system　and　the　widening　of　the　disuibution　system，

which　started　in　the　early　fourth　century，　occurred　simultaneously　with　introduc－

tion　of　early　types　of　iron　cuirass　（tatehagiita　hawatoji　tanko　and　houleeiban　leawa－

toji　tanleo），　which　aire　thought　to　have　been　distribu£ed　by　the　central　polity　of

ancient　Japan．　New　ferms　of　arrowheads　that　were　adopted　early　in　the　fourth

century　and　late　fourth　century　（phase　II・III）　were　frequently　associated　with

these　iron　cuirass．　Consequently　1　surmise　that　the　innovation　of　shapes　and

assemblages　and　the　expansion　of　the　manufacturing　and　distribute　systems　of

arrowheads　were　promoted　by　the　central　polity　of　ancient　Japan．

Orator　and　Emperor　in　Tetrarchic　Gaul：　The　Connection

　　　between　Court　and　Provincials　in　Panegyrici　Latini

by

NISH亙MURA　Masah辻。

　　This　article　focuses　on　Latin　panegyrics　from　the　late　3rd　to　early　4th　centuries

that　are　preserved　in　the　corpus　of　XII　Panegyrici　Latini．　A　panegyric　is　a　lauda－

tory　speech　that　is　designed　to　be　detivered　on　festive　occasions　for　edgnitaries

and　（especiaily）　emperors．　XII　Panegyrici　Latini　contains　12　panegyxics　by　the

Younger　Phny，　Pacatus，　Claudius　Mamertinus，　Nazarius，　Eumenius　of　Au加n，　and

other　anonymous　orators．　Eight　of　these　are　concentrated　jn　the　years　289－313

and　were　delivered　by　Gallic　rhetors　mainly　in　Trier　to　praise　imperial
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achievements　and　anniversaries．　The　Gallic　panegyrics　that　are　discussed　here　in－

dicate　an　intlrnate　connection　between　the　court　in　Triey　and　Gallic　orators　in　the

Tetrarchic　age．　Here　1　deal　with　two　characteristics　of　these　panegyrics．

　　The　liirst　characteristic　is　the　eminent　position　of　Autun．　Four　of　the　12　Panegy－

rici　were　definitely　delivered　by　orators　from　the　city　of　Aeduans，　Autun．　These

Aeduan　panegyirists　suggest　that　they　were　ex－officia｝s　of　the　court，　possibly　em－

ployed　in　the　early　days　of　the　Tetrarchy．　The　panegyrist　of　297　was　recom－

rr）ended　to　Maximian　by　Constantius，　and　Eumenius　of　Autun　was　magister　memor－

iae　（a　chief－othcial　of　secretariats　and　its　function　ranging　from　judicia1，　administra－

tive，　to　diplomatic　spheres）　in　the　court　of　Trier．　The　panegyrist　of　310，　who　him－

seif　had　held　some　posts　in　＃he　court，　had　a　son　serving　Cons＃antine　as　an　advoca－

tus　fisci　（a　senior　legal　off1cer　representing　£he　interests　of　the　imperial　treasury

against　private　individuals）　and　many　of　his　disciples　were　employed　in　law－courts

ancl　admmistration．　These　orators　were　also　proud　of　the　benefits　and　imperial

favor　that　they　brought　to　their　hometown，　such　as　the　reconstruction　of　bugd－

ings，　private　and　public，　aqueducts，　public　baths　and　a　school　of　rhetoric．　Particu－

larly　remarkable　is　the　reduction　of　tax　burdens　for　Autun，　which　was　permitted

by　Constantile血311，　and　a　representative　of　Autun　gave　an　official　thanksgiving

speech　as　a　panegyric　in　312．

　　The　second　characteristic　is　the　propagandistic　aspect．　The　description　of　Maxi－

mian　is　worthy　of　attention．　At　the　marriage　of　Constantine　and　Fausta　（Max－

mian’s　daughter）　in　307，　Maxiniianis　praised　as　a　senior　Augustus　to　Constantine

and　a　guarantor　of　the　latter’s　legitimacy．　Mer　his　revolt　against　Constantine　and

its　failure　in　310，　Maximian　became　an　object　of　vituperation．　The　Aeduan　orator

of　310，　however，　shows　reluctance　and　perplexity　in　denouncing　Maximian　as　a

mere　traitor，　and　avoids　severe　and　outspoken　criticism　of　hirn．　To　speak　about

the　revolt　and　death　of　Maximian　was　a　‘profound　wound　lprofanda　vulnera）’　for

him．　Finaliy，　after　the　battle　of　Mlivian　Bridge，　the　panegyrist　of　313　declaired　in

Trier　that　Maxentius，　who　was　in　fact　a　son　of　the　deceased　Maximian　and　who

was　defeated血that　battle，　was　a　changeHng　and　denied　any　blood　relationship

with　Maximian．　Numismatic　evidence　shows　Maximian　was　treated　as　a　‘divus’　as

well　as　Claudius　Gothicus　and　Constantius　（a　fictitious　ancestor　and　the　real　father

of　Constantine）later　in　317／8．　Maxi皿ian　ls　thus　praised　at　fUst，　then　killed　in（逓s－

grace，　and　rehabtatated　posthumous！y　in　the　propagandis£ic　narratives　in　Galtic

panegyncs．

　　Frorn　the　date　and　content　of　Gallic　panegyrics，　it　is　thought　that　these　orators

seized　the　opPortunity　to　serve　as　of丘cials　and　gai　k　prominent　positions　血　local

society　as　soon　as　Maximian　came　to　Gaul　and　establjshed　his　court　in　Trier．
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Aeduans　utilized　thjs　access　to　the　court　for　the　revitakzation　of　their　hometown．

This　connection，　which　had　been　constructed　in　the　Tetrarchic　politica｝　system，

was　stM　effective　in　the　eariy　Constaritinian　period　and　enabled　Autun　to　obtain　tax

reductioR．　At　the　same　time．　Maximian’s　revolt　had　to　be　treated　in　a　restrained
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

rnanrier　within　panegyrical　discourse　because　Maximian　was　the　source　of　author－

ity　both　for　Constantine　and　for　prominent　Gahic　ex－ofucials．　This　close　ge　with

Gaul，　however，　seems　to　have　collapsed　immediately　after　Constantine’s　victory

over　Maxentius．　Their　relationship　that　had　oyiginated　in　the　age　of　the　Tetrarchy

could　not　be　sustained　once　deprived　of　the　potitical　background　of　the　Tetrarchy．

A　History　of　Campaigns　in　Kyoto　for　Establishing　a　National

Assembly：　Forrnation　of　the　Draft　Constitution　of　the　Ernpire

　　　　of　Japan　［DainipPonleoleu　KenPo］　and　Seishu　Sawabe

by

Ilzul〈A　Kazuyuki

　　The　Draft　CoRstitution　of　the　Empire　of　Japan　［DainipPonleoleu　Kempo］　was　one

of　the　few　civic　constitutional　drafts　drawm　up　before　the　second　meeting　of　tlie

League　for　Estabtishing　a　National　Assembly　［Kokkai　lgsei　Dornei］．　However，　due

£o　limitation　of　historical　materials，　basic　points　had　been　unclear，　for　example，

who　wrote　it　and　why　it　was　written，　unti1　a　new　historical　source　document　from

the　lnaba　Family　Archive　revealed　that　the　draft　was　made　in　quite　a　short　period

of　time　by　Seishu　Sawabe，　the　president　of　Tenkyogijuku　School．　Sawabe　atteRded

a　speech　by　Misao　Wada，　the　head　of　the　ChikuzeR　Kyoaikai　group，　in　Miyazu　in

September　1880　and　was血sp辻ed　by　the　group’s　draft　constitution．　The　Dainip－

ponkoku　Kenpo　was　slightiy　amended　by　prefectura“awmakers　elected　from　the

TaRgo　region　before　it　was　printed　and　published．　From　the　standpoint　of　the　Chi－

kuzen　Kyoail〈ai　group，　the　formulation　of　the　Dainipponkoku　Kenpo　and　Sawabe’s

participation　in　the　second　meeting　of　the　Kokkai　Kisei　Domei　were　typical　exam－

ples　of　the　success　of　i£s　speech　tour．　The　Chikuzen　Iくyoaikai　group，血an　eff（）rt

to　take　the　initiative　in　the　second　assernbly　of　the　Kol〈kai　Kisei　Domei　by　de－

veloping　its　own　draft　cons£itution　earlier　than　its　rivals，　thus　succeeded　in　gaining

sympathizers　outside　of　Kyushu．　ln　this　way，　the　pro－democracy　faction　in　Kyoto

led　by　Seishu　Sawabe　and　the　Chil〈uzen　Kyoaikai　group　forrned　the　core　of　what

Ju切i　Banno　ca皿ed　the‘‘gaichi－minleen－uha”（10cal　right－wing訓Hance　fbr　democracy）．
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